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平成18年９月21日（木曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○ 議案第１号 平成18年度宮崎県一般会計補

正予算（第１号）

○ 議案第３号 使用料及び手数料徴収条例の

一部を改正する条例

○ 議案第５号 公の施設に関する条例の一部

を改正する条例

○ 議案第７号 宮崎県における事務処理の特

例に関する条例の一部を改正

する条例

○ 議案第11号 宮崎県屋外広告物条例の一部

を改正する条例

○ 議案第13号 工事請負契約の締結について

○ 議案第14号 工事請負契約の締結について

○ 議案第15号 工事請負契約の変更について

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・台風13号による被害状況について（商工業関

係）

・最近の企業誘致の状況について

・県内ロケの実施状況について

・第８次宮崎県職業能力開発計画について

・総合評価落札方式の試行について

・都市計画道路見直しガイドライン策定につい

て

・景観形成基本方針の策定について

出席委員（９人）

委 員 長 黒 木 覚 市

副 委 員 長 中 野 明

委 員 植 野 守

委 員 坂 口 博 美

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 濵 砂 守

委 員 横 田 照 夫

委 員 長 友 安 弘

委 員 権 藤 梅 義

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 落 合 兼 久

商工観光労働部次長
大 野 俊 郎

（ 商 工 担 当 ）

商工観光労働部次長
宮 永 博 美

（観光・労働担当）

部参事兼商工政策課長 河 野 富二喜

新産業支援課長 矢 野 好 孝

企業立地対策監 吉 田 親 志

地域産業振興課長 矢 野 次 孝

部参事兼経営金融課長 中 武 賢 藏

観光・リゾート課長 松 原 憲

労 働 政 策 課 長 西 盾 夫

地域雇用対策監 西 野 博 之

工業技術センター所長 濵 砂 公 一

食品開発センター所長 柏 田 雅 徳

県立産業技術専門校長 坂 口 正 紀

土 木 部

土 木 部 長 藤 本 坦

土 木 部 次 長
久 保 哲 博

（ 総 括 ）
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土 木 部 次 長
柴 岡 博 明

(道路･河川･港湾担当)

土 木 部 次 長
河 野 強

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 野 口 宏 一

部参事兼管理課長 後 藤 厚 一

用 地 対 策 課 長 小 野 健 一

技 術 検 査 課 長 郷 田 五 男

道 路 建 設 課 長 荒 川 孝 成

道 路 保 全 課 長 黒 木 勝 男

河 川 課 長 児 玉 宏 紀

ダ ム 対 策 監 新 田 省 策

砂 防 課 長 児 玉 幸 二

港 湾 課 長 河 野 大 樹

空 港 ・ ポ ー ト
立 脇 政 利

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 藤 村 直 樹

公園下水道課長 冨 髙 康 夫

建 築 住 宅 課 長 江 川 雅 俊

営 繕 課 長 藤 山 登

施設保全対策監 藤 原 憲 一

高速道対策局次長 舟 田 宏

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 中 浩 輔

議事課主任主事 今 村 左千夫

ただいまから、商工建設常任委○黒木委員長

員会を開会いたします。

まず、委員会日程についてでありますが、今

回、議案及び報告事項等がない労働委員会につ

。 、いては待機ということで考えております また

土木部については、商工観光労働部が終了した

時点で連絡したいと考えております その間 10。 、

分程度休憩をしますので、御了承ください。

日程案につきましては、お手元に配付の案ど

おりでありますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○黒木委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩をいたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○黒木委員長

本委員会に付託されました議案、報告事項等

の説明を求めます。なお、委員の質疑は執行部

の説明がすべて終了した後にお願いをいたしま

す。

まず最初に、お礼を○落合商工観光労働部長

。 、申し上げたいと思います 委員の方々には８月

県外調査を行っていただきました。長野県の飯

田のまちづくりカンパニーを初め、いろいろと

調査を行っていただきましてありがとうござい

ました。

、 、本日は 平成18年度９月定例県議会提出議案

それから商工観光労働部をめぐる最近の動きに

。ついて御説明をさせていただきたいと思います

まず、私の方から、最初に台風13号による商

工業関係の被害状況について御説明をさせてい

ただきたいと思います。今回の台風13号は、強

風に加えまして、国内最大級の竜巻を発生させ

るなど、延岡市や日向市などで大きな被害をも

たらしております。不幸にも亡くなられた方々

とその御遺族に対しましては衷心からお悔やみ

を申し上げたいと思います。また、被害に遭わ

れました皆様に心からお見舞いを申し上げたい

とも思っております。商工観光労働部では19日

に、大野次長を初め、関係各課の幹部職員が延

岡市に参りまして、山下新天街や旭化成など商

工業関連施設の被害状況を調査したところでご
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ざいます。

それでは、お手元の「商工建設常任委員会資

料」の１ページをごらんいただきたいと思いま

す。まず、１の被災件数でありますが、各商工

労政事務所や商工団体等による調査によります

と、９月20日現在、210件となっております。な

お、２の被害額につきましては、現在調査中で

ございます。被災地は、３にありますように、

延岡市の中心商店街ほかが201件、日南市の油津

近辺が６件、日向市美々津が２件、北川町が１

件というふうになっております。４の主な被災

状況でありますが、特に延岡市におきまして、

旭化成のサラン工場など11工場で建物が破損し

たのを初め、山下新天街等の中心商店街でも店

、 、舗の全半壊 屋根及び窓ガラスが破損するなど

竜巻により大きな被害が発生をいたしておりま

す。このため、中小企業者への支援ということ

で、５の対応状況にありますように、19日直ち

に中小企業特別金融相談窓口を設置いたします

とともに、金融機関や信用保証協会等に対しま

しても貸し出し手続の迅速化など被災者の便宜

を考慮した対応を要請するなどの支援策を講じ

ているところであります。被災をされた中小企

業者の支援につきましては、地元市や関係機関

との連携を図りながら、関係者一体となって取

り組んでまいりたいと考えております。

私の方からは以上であります。提出議案及び

このほかの報告事項につきましては、それぞれ

担当課長が説明いたしますので、よろしくお願

いをいたします。

観光・リゾート課○松原観光・リゾート課長

でございます。

議案第３号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」及び議案第５号「公の施設

に関する条例の一部を改正する条例」について

御説明させていただきます。

お手元の資料の２ページをお開きください。

順番が前後いたしますが、先に資料後段の議案

第５号「公の施設に関する条例の一部を改正す

る条例」から説明させていただきます。県営え

びの高原スポーツレクリエーション施設につき

ましては、えびの高原の冬季の風物詩といたし

ましてスケート場が有名になっておりますけれ

ども、県営えびの高原スポーツレクリエーショ

ン施設につきましては、本年４月から指定管理

者制度に移行したところでございます。今回の

条例の改正につきましては、県営えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設の冬季のアイスス

ケート場につきましては、指定管理者に経営努

力を促進し、効率的な施設運営などを図る観点

から、施設の利用料金を直接指定管理者の収入

といたします利用料金制を実施しておるところ

でございます。このたびの条例改正につきまし

ては、同施設の冬季以外の利用形態をテニスコ

ートからインラインスケート場に変更すること

に伴いまして、指定管理者がインラインスケー

ト場の利用料金を定める際の上限額を規定する

ものでございます。具体的には、インラインス

ケート場の利用料金を４月から施行しておりま

すアイススケート場と同額の１人１日につき大

人1,000円以下、中高生800円以下、小学生600円

以下の範囲内で定めるものとするものでござい

ます。

続きまして、資料前段の議案第３号「使用料

及び手数料徴収条例の一部を改正する条例」に

ついてでございます。現在、指定管理者が管理

運営しております県営えびの高原スポーツレク

リエーション施設につきまして、例えば指定管

理者の方が管理運営上不適切であったりした場

合に指定の取り消しということをやった場合に
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は、県が直営で管理運営をしなければならない

ということになります。この条例につきまして

は、こういう仮に県が直営で管理運営すること

となった場合にも対応できるように、その使用

料を先ほど説明いたしました公の施設に関する

条例の中で規定しております指定管理者が利用

料金を定める額の上限額と同額とする改正でご

ざいます。

最後に、議案第３号及び議案第５号中、県営

えびの高原スポーツレクリエーション施設に係

る改正規定の施行期日につきましては、平成18

年11月１日としております。

続きまして、その他の報告事項といたしまし

て、県内ロケの実施状況について報告いたしま

す。11ページをお開きください。映画「逃亡く

そたわけ」のロケが、今週末でございますけれ

ども、９月24日から25日まで宮崎観光ホテル、

。 、宮崎市内商店街などで行われます この映画は

第133回直木賞候補作品となった小説が原作でご

ざいまして、著者は芥川賞作家の絲山秋子氏で

ございます。監督は、テレビドラマの監督や演

出家として活躍中の本橋圭太、出演者は、12ペ

ージにございますけれども、美波、吉沢悠など

でございます。内容は、心に病を抱える男女が

福岡の病院を抜け出し、車で九州を縦断しなが

らさまざまな体験をする中で互いに心を通わせ

、 、ていくというストーリーでございまして 福岡

大分、熊本、宮崎、鹿児島でロケが予定されて

おります。劇場公開は来年６月の予定でござい

ます。

次に、今年度の主なロケでございますが、表

に記載しておりますとおり、現在、西都市を舞

「 」 、台にしたドキュメンタリー映画 寒川 のほか

テレビ番組やＣＭの撮影が県内各地で行われて

おります。今後とも５月に設立いたしましたみ

やざきフィルムコミッションを中心に、ロケの

誘致及び受け入れ支援に積極的に取り組んでま

いりたいと存じます。

観光・リゾート課は以上でございます。

私の方からは最近の企○吉田企業立地対策監

業誘致の状況について御報告いたします。

資料の４ページをごらんください。本年度の

企業誘致件数は、本日午後に立地調印を行う予

定の１件を加えまして９件となります。また、

業種別では、製造業が４件、情報サービス業が

５件となっております。このうち、６月までに

立地調印を行いました３社につきましては既に

前回の常任委員会で説明しておりますので、７

月以降に立地調印を行いました５社と調印予定

の１社について御説明をいたします。順次、５

ページから後に個々の資料がついておりますの

で御参照ください。

まず、有限会社テクノマート九州でございま

す。この会社は、ホンダロックさん向けの自動

/車部品のジャストインタイム代行納入やＣＡＤ

ＣＡＭを用いた自動車・家電・医療機器等の試

作品製造等を宮崎市で行っておりますが、今回

新たに自動車メーカー及び家電メーカー向けの

樹脂成型品や、ねじ、シャフトなどの冷間鍛造

品の量産工場を宮崎市のテクノリサーチパーク

に設置するものでございまして、ことし11月に

操業開始予定でございます。

次は、株式会社ファーストでございます。こ

の会社は、コピーやファクスなどのＯＡ機器や

携帯電話等の通信機器の販売、ネットワークソ

リューションシステムの提供、通信会社からの

テレマーケティング事業委託などＩＴ化に対応

したさまざまな事業を展開、今回、通信サービ

スの案内、受付、相談業務やＯＡ機器のお客様

センター業務を行うコールセンターを延岡市に
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設置するもので、既に８月に操業を開始してお

ります。

３番目はＡ・Ｋメンブレン製造株式会社でご

ざいます。この会社は、人工腎臓の世界的メー

カーでございます旭化成メディカル株式会社と

クラレメディカル株式会社の共同出資によりこ

とし６月に設置された会社でありますが、人工

透析に用いられる人工腎臓用の中空糸膜の製造

工場を延岡市に設置するものでございます。平

成19年５月に試験操業を開始し、平成20年５月

に商業生産を開始する予定となっております。

次に、株式会社クライムキューブでございま

。 、 、 、す この会社は 映像 音響等を駆使しまして

ウエディング、要するに結婚式のプロデュース

や企業のＰＲ映像、テレビコマーシャル等の映

像コンテンツの制作事業を展開しております。

今回、冠婚葬祭マーケットを対象とする映像配

信サービス事業の九州における拠点として宮崎

市に事業所を設置するもので、今月中の操業開

始を予定しております。

次は、センコービジネスサポート株式会社で

ございます。この会社は、物流事業を営む株式

会社センコーさんの子会社で、これまでセンコ

ーの事務センターで処理されていました全国の

センコーグループ各社の人事、経理に関する事

務処理やデータ処理等の業務を専門的に行うた

め、ことし７月に設立された会社でございます

が、今回、延岡市内に事業所を設置することと

なりまして、来月の操業開始を予定しておりま

す。

最後に、本日調印予定の東郷メディキット株

式会社でございます。この会社は、血管用カテ

ーテルのトップメーカーでありますメディキッ

ト株式会社の子会社で、現在、日向市内の２工

場で主に人工透析用カテーテル等を製造してお

りますが、今回、人工透析針等の需要増大に対

応するため、旧東郷工場を移転拡張しまして、

日向市東郷工業団地に新工場を建設するもので

あります。平成19年９月に操業開始予定でござ

います。私の方からは以上でございます。

労働政策課でございます。○西労働政策課長

資料の13ページをお開きください 「第８次宮。

崎県職業能力開発計画」を策定いたしましたの

で、報告いたします。ところどころはしょった

り補足したりしますが、御容赦いただきたいと

思います。１の計画の根拠であります。この計

画は、職業能力開発促進法第７条の規定により

まして、国の職業能力開発基本計画に基づきま

して県の計画を策定したものであります。

２の計画の期間は、平成18年度から22年度ま

での５カ年間としております。

３の策定に当たっての基本的考え方としまし

て、１つには国の「第８次職業能力開発基本計

画 、これを十分に踏まえながら策定するという」

ことでありまして、２つ目には、県の総合長期

計画との整合性を十分に図るということであり

ます。

４の策定体制でありますが、上の枠にありま

すように、法の規定に基づきまして宮崎県職業

能力開発審議会の意見をお聞きしております。

下の枠ですが、検討委員会を設けまして、第８

次計画の素案を策定したところであります。

５の計画策定の経緯はごらんのとおりでござ

います。

計画の概要について次ページ以降説明いたし

ます。Ⅰの計画のねらいであります。ここは読

み上げさせていただきます 「職業キャリア形成。

をめぐる問題の背景にある労働市場の変化、企

業における人材処遇のあり方の変化、働く者の

意識や働き方の変化等の構造的な変化に対応す
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るとともに、一人一人の職業キャリアの持続的

な発展を実現するため、職業キャリア形成支援

策を総合的に推進していく」というものであり

まして、このねらいを端的に表現いたしますた

めに 「生涯を通じた職業キャリア形成を目指し、

て」という副題をつけたところであります。

Ⅱの実施目標及び基本的施策であります。大

きな４つの目標ごとにそれぞれ施策を並べてあ

ります。まず、実施目標１の「個人の意欲と能

力を生かす生涯を通じた職業能力開発の推進」

でございます。これは、個人に着目しておりま

す。その基本施策の（１）としまして 「職業キ、

ャリアの各段階に応じた支援の充実」を挙げて

おります。ここで職業キャリアの各段階につい

て申しますと、職業キャリアの各段階は、一人

一人実情が違いますことから一律に年齢で区切

ることは困難であります。したがいまして、本

計画では国と同様に、準備期、発展期、円熟期

という３つの段階に分けております。まず、準

備期であります。これは職業生活に入る前の段

階ととらえております。１つには、初等中等教

育段階からのキャリア教育の充実、３つ目に書

いてあります新規学校卒業者等を対象としまし

た教育訓練期間における理論面の学習、いわゆ

る座学でございます。それと現場におけるＯＪ

Ｔ、企業実習でございますけれども、これを組

み合わせた新たな職業訓練の普及定着、これは

。 、新たな職業訓練の制度でございます それから

若年失業者等に対します各種の施策を推進して

まいることとしております。次に、発展期でご

ざいます。これは職業生活に入っている段階を

指しております。この段階では、長時間労働と

かメンタルヘルスを含めました心身の健康保持

が問題となっておりますので、仕事と家庭、地

域生活との調和、いわゆるワークライフバラン

スに係る施策の推進を図っていく必要があると

考えております。円熟期であります。これは職

業生活の引退過程に入る段階をとらえておりま

す。ここでは高年齢者の再就職、就業等円滑な

移行支援のための多彩な訓練機会の提供を行っ

てまいります。

次に、施策の（２）としまして 「障がい者の、

自立に向けた職業キャリア形成支援の推進」で

あります。障がい者の態様に応じた多様な職業

訓練の推進や技能向上への取り組み、これに対

して積極的な支援をしていくこととしておりま

す。

（３）の施策としまして 「多様な働き方をす、

る者や十分な教育訓練機会が得られない者への

支援」であります。１番のパートタイム労働者

とか２番の母子家庭の母親、生活保護受給者な

どいろんな方に対するさまざまな施策を推進し

てまいるということとしております。

次のページであります。実施目標の２つ目で

あります「企業の活性化に資する職業能力開発

の促進」であります。ここでは企業に着目して

おります。施策の（１）としまして 「企業のニ、

」 。ーズに対応した人材の育成 を挙げております

ここでは、地域産業の人材ニーズや職業訓練ニ

ーズなどを踏まえまして、職業訓練内容を設定

してまいるということとしておりますし、情報

通信分野等成長分野や職業技術の高度専門化に

対応できる人材を育成していくということとし

ております。

次に、施策（２）の「従業員に対する職業能

力開発への支援」でありますが、在職者訓練の

実施とか在職者訓練を実施する認定職業訓練、

これを支援してまいると。それから、労働者の

自発的な職業能力の開発及び向上を支援するた

め、労働環境の整備を図ってまいりたいと。特
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に金融面とか時間面でゆとりがないようであり

ます。

大きな目標の３でありますが 「現場力の強化、

」 。 （ ）と技能の継承・振興 であります 施策の １

「 」 、現場力の強化に向けた能力開発 としまして

従業員に対してみずから教育訓練を行うことが

困難な中小企業者、これへの教育訓練機会の提

供や、次でありますが、現場を支える技能者の

職業訓練の実施等、事業主への支援を行ってい

くこととしております。

次に、施策（２）の「2007年問題に係る技能

継承への支援」でありますが、１番目、若年者

層の現場への誘導と育成が必要でありますし、

技術技能等の交流の場の設定など円滑な技能継

。承への支援を進めてまいることとしております

（３）の施策 「技能の振興（技術技能が尊重、

される社会づくり 」でありますけれども、児童）

・生徒の段階からものづくりへの興味、関心を

高めますような技能体験教室の開催や技能検定

制度の普及促進、すぐれた技能者の表彰などを

行ってまいるということとしております。

目標の４であります「人材育成推進体制の整

備・充実」についてでございます。まず、施策

（１）で「県立産業技術専門校の機能強化 、」

これにつきましては、社会経済の動向を踏まえ

た企業のニーズに対応した訓練内容の見直しを

行うことが必要でありますし、また民間教育訓

練機関への施設開放などを行いまして、総合セ

。 、ンター機能の強化を図ってまいりたいと また

障がい者に対するその態様に応じたきめ細やか

な職業訓練の推進をしてまいりたいと考えてお

ります。

施策（２）の「関係機関との役割分担及び連

携強化」でありますが、公共部門と民間との役

割分担、連携を行いまして、効果的な職業キャ

リア形成の支援を行ってまいりたいと。産学公

民との協働による「働く人材（人財）育成協議

会 、これは18年度の新規事業として認めていた」

だいたところでありますが、本計画で示されま

した方向性に沿いまして、具体的な事業の検討

。をこの場で行ってまいりたいと考えております

お手元には８次計画書をお配りしております

、 。ので 後ほどお目通しいただきたいと思います

説明は以上であります。

執行部の説明が終了いたしまし○黒木委員長

たが、まず、議案関係について質疑を受けたい

と思います。何かございませんか。

確認ですけれども、冬場のスケー○長友委員

ト場の料金とかそんなのは今までどおりという

ことなんですか。

冬場についてはこ○松原観光・リゾート課長

れまでどおり、今の指定管理者についてはこれ

までどおりということでございます。

補足的な説明というようなことで○権藤委員

言われたような気がしたんですが、指定管理者

が統治していない状況といいますか、そういう

ことが起きたときには県が同じ料金でやるんだ

というような説明があったかと思うんですが、

ここの部分についてもう少し。

議案第５号につき○松原観光・リゾート課長

ましては、指定管理者が施設の利用料金を定め

る際の基準を定めたものでございまして、指定

管理者がこの額の範囲内で県の方に申請をしま

して、知事の承認を得て額が決定いたします。

議案第３号につきましては、県が直営でやらざ

るを得ないような不測の事態が生じた場合には

この料金で県は運営するという内容でございま

す。

料金の解釈についてはわかったん○権藤委員

ですが、まだ指定管理者も移ってすぐですから
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そういうケースが起きるかどうかもわからない

ところですが、今の部分は指定管理者に委託す

る規定の中の解釈ですね。当然施設その他は県

が持っておってお願いするわけですから、そう

いう解釈はわかるんですが、指定管理者に移る

ときの規定の中に何か条文として盛り込んであ

るのか、そうじゃなくて、それは当然のことと

してもともと県がやっていたと、それを指定管

理者に移すという、そこら辺は明確な規定とい

うのはあるのかないのか。ないけれども、そう

解釈すべきだということなのかということを。

施設はあくまでも○松原観光・リゾート課長

県の県有施設でございますので、施設をいじる

場合につきましては、当然県と十分協議をして

いただくということになります。これは指定管

理者の協定書の中とかそういうところで定まっ

ております。あくまでも管理運営だけは指定管

理者が負うことになっておりますので、その管

理運営については基本的に指定管理者がある程

度自由な裁量の中でやっていただくということ

。 、 、になっております ただ 料金につきましては

あくまでも県有施設を県民の皆様方あるいは観

光客の皆様方、こういう方々に観光振興の観点

から利用していただく際の大きな部分でござい

ますので、その部分については知事の承認とい

うことが条例の中で定まっておるところでござ

います。また、指定管理者の管理運営が適正に

行われているかどうか、これにつきましては定

期的にいろいろ事業報告をいただくとともに、

実際に随時現場にも視察に行ったりという形で

指定管理者の管理運営には県としまして万全を

尽くしているというような状況でございます。

余り机の上だけの議論はいかんと○権藤委員

思うんですけれども、例えば指定管理者に移し

て、一生懸命指定管理者がやったと。しかし、

利用する入場人口とかはなかなかふえないと。

仮にですよ、そういう場合に、県がやろうが指

定管理者がやろうがやっていけないような状態

とか、そういうもの等の解釈が若干わからなか

ったものですから、また私は、指定管理者がや

ってもうまくいかんで県もやれませんよという

ケースもあっていいんじゃないかという逆のこ

とも考えたものですから、そこら辺はここで余

り仮定で議論してもいけませんので、通常の場

合はさっき説明があったように、料金も瑕疵が

あって指定管理者が中断せざるを得なかったら

県がフォローする、それは一般論でわかるんで

すが、両方ともやれないような状況もあるかも

しれませんし、そこら辺がちょっと指定管理者

の規定等わからなかったものですから、ここで

議論しても私自身もわからないかもしれません

が、ＴＲじゃないんですけれども、県もやれな

いというケースもある場合があるのかなと、そ

ういうことを思ったものですから。これ以上時

間かけるといけませんので。

ほかに。○黒木委員長

これは参考までに関連してお尋ね○坂口委員

するんですけど、えびの高原、一回委員会で利

用したんだったんですかね。あのときにトイレ

のウォシュレットの話が出たんです。それを今

、 、後どうやる だれが負担するという問題が一つ

やるとすればですね。やらなければもういいん

ですけど、あれを公募したときに、一つには、

あそこの場合は年間いくらで借りてくれますか

という方法だったのか、いくらで管理を受けて

くれますかと、安い方だったか高い方だったか

わからんけど、経済的なものにたしか100点満点

の30点ぐらい配点してあったんじゃないかと思

うんです。３割ぐらいがそこに重きを。当初あ

そこがウォシュレット化していれば入り込み客



- -9

数が全然違うと思うんです。公募する人が試算

する場合ですね。当初見込んでいた、うちは年

間幾らで使わせていただきますよというものが

その時点の施設で試算した場合と、改善された

施設で試算された場合はうんと違ってくると思

うんです。確かに快適性とか利便性が増せばお

客さんはふえる。そうなると、そのときから後

に投資するものが必要に迫られた安全の確保と

か法律の遵守のための改造だったら、当然これ

は所有者が負担すべきですけれども、経営の向

上につながる負担といえば軽微な出資以外でも

これは検討のしどころだと感じたんです。あの

時点では想定されてなかったから公募の中に入

ってなかったんでしょうけど、ここらが一つ課

題として出てきたんじゃないかなという気がす

るんですけど、それらに対応できるような条例

なり運用規約なり細則なり何かあるんですか。

基本的には、危険○松原観光・リゾート課長

負担のどちらが費用分担するかというところは

協定書の中などで規定されております。今、手

元の方に詳細持っていないんですけれども、一

番典型的な例で申し上げますと、災害が起きた

ときに施設が壊れたとかそういうものにつきま

しては、やはり県が負担するということになり

ます。通常の維持管理に係るような軽微なもの

につきましては、指定管理者が利用料金の中で

負担していくということが基本でございます。

ウォシュレットにつきましては、今やどこの旅

館、ホテルであっても最低限の施設ではないか

というふうに考えておりまして、ウォシュレッ

ト化につきましては、基本的には県の方で負担

すべきものではないかというふうに考えており

ます。

解釈が違うと思うんです。確かに○坂口委員

そうだと思うんです。契約が解除されても、県

の財産としてグレードアップされてまた残るわ

けですから、確かにそう思うんですけど、公募

の際の相手方の選定に対しての金額というもの

の比重が30点ぐらいあったと思うんです。かな

りのシェア占めていた。そのときにウォシュレ

ットに何年後に改造しますよというものがそこ

で示されておれば、もうちょっと高くで公募で

きた人がいるかもわからない。何ぼで借ります

という高い方がいいやつにはですね。何ぼで受

けますという安い方がいいやつならもうちょっ

と安くで受ける人がそこで出てきたかもしれな

いですよというやつです。軽微とか費用が大き

いとかいう簡単なものじゃなくて、例えば安全

とかに関するものについては、安全確保のため

の、例えば姉歯設計でいえば構造計算ですね、

耐震強度、そういうものの県が所有者として指

定すべき条件というものが設備にあると思うん

です。指定条件、それから運営していく人が、

もちろん持ち主の許可を得ないとだめですけれ

ども、届け出なり許可制によって運営をより有

利に運用していくために、自由に、合意ができ

ればですよ、変えていかせるべきもの、これは

金額の多寡じゃないと思うんです。だから、任

意で変えられるものと指定で縛って指示によっ

て変えさせるもの、これが整理されてないと…

…。土木の請負約款なんか見るとよくわかると

思うんです。目的構造物を完成させるための仮

設工事なり工法についてはすべて原則商法にの

っとって任意だよと。だから、設計変更の対象

にしない。何ぼかかろうと、それは自己負担で

すよと。ただし、行政が責任を確保すべきとこ

ろについては、商法上は任意だけれども、指定

しますよというルールが公共工事の請負という

分野では確立されていますね。今度の指定管理

者制度の契約のあり方の中に金額の多寡でなく
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てその部分を整理しておかないと不公平、あの

ときウォシュレットにしてくれるならあと1,000

万高くでやっていたと、売り上げ2,000万ふやせ

るとかいうものが後になって出てくるんじゃな

いかという心配事ですね、これは施行してみて

の心配事が出てくるんじゃないかと、どんなで

すかね。

その部分につきま○松原観光・リゾート課長

しては、また今後とも指定管理者の方とはいろ

いろ協議をさせていただきたいと思います。な

お、国民宿舎関係につきましては、例えばえび

の高原荘につきましては、年間3,900万円を指定

管理者からいただくことになっております。こ

の額につきましては、指定管理者の公募の段階

で固定で決めておりまして、したがいまして、

さらに4,000万出すとか、そういう仕組みではや

っておりませんので、そこの点だけ補足させて

いただきます。

くどくなるけど、固定されていて○坂口委員

。 、もいいんですよ そうすれば今度は運用の面で

使用料をスケート場1,000円だったのを300円で

うちは使わせるよというサービスを安く提供す

るというものがそこで出てきたんじゃないかと

いう、条件が変われば相手方も条件は変わって

くる。その整理ができてないんじゃないかと。

これ、クレームでも何でもないんです。今後の

課題として出てきてないでしょうかという認識

を聞いたんです。

その部分につきま○松原観光・リゾート課長

しては、指定管理者の再公募とか、そういう時

点までにまたいろいろ詰めさせていただきたい

。 。と思っております よろしくお願いいたします

関連して教えてください。イ○中野副委員長

ンラインスケート、道路なんかでやっているや

つかなと思うんですけど、テニス場をインライ

ンスケート場に変更した場合、改造費とかそう

いうのはどうなったか。それと貸し靴、どうい

う仕組みになっているのか、そこ辺を教えてく

ださい。

今回テニス場から○松原観光・リゾート課長

インラインスケート場に変更いたしますに当た

りまして、アスファルト舗装化が必要になって

まいります。アスファルト舗装化に必要な費

用、250万かかったわけでございますが、これに

ついては県で負担しております。貸し靴につき

ましては、これは指定管理者の方が自分で購入

されるなり何らかの形で入手されて、指定管理

者の自主的な事業としてお客さんに貸すことに

よってそれを収入にするという形になっており

ます。

それでは、その他の報告事項に○黒木委員長

ついて何かございませんか。

15ページの能力開発とか若年者の○権藤委員

現場への誘導育成、あるいは３番目の技能の振

興、こういったこと等と最近出てきております

非正規社員、人材派遣会社が部分的に下支えを

していく、こういう部分等については、従来は

企業が人への投資というのをやってきて、質の

高いものを企業の責任で築いてきたと思うんで

すが、その一角が崩れて、逆に品質面では高い

ものを求められながらコストを下げるというこ

とで、企業の側が放棄して人材派遣会社にそう

いうのを求めているという部分が最近あるんで

はないかと。これを完全に解消しようというこ

とは、発注するといいますか、主体を持つ企業

が責任を持って、派遣社員であろうと職場での

スムーズな作業が進むためには企業の側でやっ

ていくべきじゃないかと思うんですが、最近の

実情を漏れ聞いておる範囲ですと、過重な人材

派遣会社への注文といいますか、そういったこ
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と等があるやに聞いておりまして、今後また、

要望としますが、商工観光労働部の存在感とし

てはそこら辺を、企業の側にもしっかりしてく

ださいよというようなことを、逆に苦いことも

指導してもらったりせんといかんのじゃないか

なと。ただ派遣する会社だけにそれを求めてい

くというのは、派遣会社の方は立場が弱いと思

うんです。そういったことをぜひ今後はまた行

司役として、会社の中のことをいろいろ言うと

いうのは難しいかもしれませんが、そういう指

導を逆に行政としてお願いをしたいというふう

に申し上げたいと思います。

指導となりますと、私ども○西労働政策課長

にはその権限がございませんものですから、直

接にはできませんけれども、労働局あたりと連

携しながらそういうことをいろいろ労働基準の

指導とかいう中でやってまいりますし、また正

規雇用になることが私どもは望ましいと考えて

おりますので、これにつきましては、部長以下

機会あるごとに企業の皆様方には訴えていると

ころであります。

お答えいただきましたので、私が○権藤委員

心配している部分は、例えば300人の企業で正規

社員が100人以下とかなったときに、非正規の人

はくるくるかわるわけです。もしかしてサービ

ス業等のホテルあるいはそういったところに近

いところが災害とか緊急避難とかなったときに

統率が……。１年に１回かそこらの避難訓練と

かそういうのをやっても200人以上の人はほとん

ど初めての人がおるかもしれないんですね。そ

ういったこと等含めて、当然企業は企業なりに

考えているとは思うんですが、そういったこと

を含めての要望ですので、お答えはもうよろし

いですが、そういう心配でございます。

同じく職業能力開発についてです○横田委員

けど、職業キャリアの各段階に応じた支援とい

うことで、対象者がすごく大きな数字になるん

じゃないかなと思うんですけど、それはどこが

具体的に対応することになるんですかね。産業

技術専門校とかそこだけではとてもできないよ

うな気がするんですけど。

公共職業訓練につきまして○西労働政策課長

は、産業技術専門校もございますし、国の方の

職業能力開発機構、ここが物すごい大きなシェ

、 、アでやっておりますし また職業能力開発施設

いろいろ職業訓練校とかございますが、こうい

ったものもございますし、公共のもの、民間の

もの、先ほど申しましたように役割分担をして

やってまいりたいと考えております。シェアと

しては県が直接やる分は極めて少のうございま

す。以上でございます。

関連ですけど、８次計画、こ○中野副委員長

の計画作成費が幾らかということと、７次と８

次の大きな違い、変更点、１つか２つ、それだ

け教えてください。

まず、後の方の御質問の８○西労働政策課長

次計画と７次計画の違いでございますが、７次

計画を策定した時点は非常に景気も悪かったと

いうことで、雇用の安定拡大に向けてＩＴ分野

や介護分野の新成長分野における能力開発、そ

れから離転職者の早期就職のための能力開発に

重点を置いてまいりました。８次計画において

は、先ほど申しましたが、今度は背景が違いま

して、人口減少社会に入って若年者の能力開発

はこれから一層必要だと、さらには団塊世代の

段階的引退というような状況がありまして、こ

ういったものから職業能力開発に取り組みたい

。 、というものであります 特に一番大きな違いは

７次計画におきましては、３つの県立高等技術

専門校を１つに統合したと、これが一つの大き
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な目玉でございました。そして、産業技術専門

校、高鍋校も新設したというものであります。

もう１つでございます。この計画策定の予算

でございますが、平成17年度に360万円、平成18

年度には270万円の予算で計画を策定したところ

でございます。

新規事業の働く人材育成協議会、○長友委員

年度中ですからあれですけど、その実績とどう

いうことをやってこられたかというのを教えて

いただきたいと思います。

働く人材育成協議会につき○西労働政策課長

ましては、平成18年度の予算で設けるというこ

とにされておりまして、この８次計画で示され

た方向性について具体的な取り組みを検討して

まいるというものであります。まだ協議会は設

置されておりません。ただいま人選を進めてい

るところであります。メンバーとしましては、

産学民の方で約15名程度を考えておりますし、

できるだけ工業系の現場の方とか入っていただ

きたいと考えております。何分、国の方の計画

は７月末にできまして、それを受けまして８月

末に県の計画を策定したばかりでありまして、

次の段階の人材育成協議会、これがまだ発足し

てないという段階でございます。以上でありま

す。

内容的にはどんなことをやられる○長友委員

か教えてください。

この中では、先ほどありま○西労働政策課長

した３つの職業生活の段階に分けまして、今後

の人材育成に必要な教育訓練のメニューをどう

していくかとか、産業界、教育界、行政の役割

分担をどうしていくかとか、本県の産業構造に

適した分野ごとにどのような訓練をやっていく

べきかといったようなことをこの計画の具体化

について検討してまいりたいということであり

ます。

、○徳重委員 企業誘致対策監にお尋ねしますが

誘致企業の誘致基準というのか、雇用者数ある

いは資本設備等、どういうことが基準になって

誘致企業と認定されておりますか。

基準というのは製造業○吉田企業立地対策監

と情報サービス産業でちょっと違っておりまし

て、製造業につきましては、新規の雇用が11名

以上あることがまず一つの基準であります。情

報サービス産業につきましては、その人数が６

人という形になります。６人以上ということで

すね。投資につきましては、特に基準はござい

ません。ただ、補助金をお渡しするときに基準

があるという形になります。もう一つ、流通に

つきましても基準がありまして、流通関連だっ

たら31人以上の雇用が必要だということになり

ます。

それぞれ流通、製造、情報、いろ○徳重委員

いろこの職種が分かれると思いますが、それぞ

れ補助というのか、各市町村なりあるいは県、

県はすべて誘致企業については一定の支援をす

るという形になっているんですか。

先ほどちょっと言いか○吉田企業立地対策監

けましたけれども、製造業については２億円以

上の投資があることとか、情報サービス産業に

つきましては、投資というよりも、情報サービ

ス産業は空き店舗、空きビルなんかに入ること

が多いものですから、改装費とか通信費の補助

とかそういう形になると思います。

それぞれ条件は違った支援対策が○徳重委員

組まれていると理解していいんですかね。

そのとおりでございま○吉田企業立地対策監

す。

こういった誘致ということを県が○徳重委員

先にするのか、あるいは市町村がして県が後に
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来るのか、そこはどういう形ですか。

企業誘致の調印という○吉田企業立地対策監

のは、企業が入ってくる市町村と企業さんが調

印をするという形になりまして、県はそれに立

。会人として立ち会いをするという形になります

ですから、県がある企業さんと市町村を除いて

調印をするということはありません。市町村が

やるということに県が立ち会いをするという形

になります。

結局、市町村がそれぞれ動いて企○徳重委員

業を誘致したいという場合、あるいは県が直接

やった場合、いずれにしても市町村が基準にな

るというか、市町村からの申請を受けてすべて

こういう誘致企業の対象にしていくということ

でいいですかね。

そのとおりでございま○吉田企業立地対策監

す。

関連ですが、誘致企業に対する特○濵砂委員

典というのは、内容はどういうのがあるんでし

ょうか。

２つ分けまして、投資○吉田企業立地対策監

割りと雇用割りという形になります。先ほど申

し上げましたように、製造業につきましては、

一般製造業であれば投資額の２％、２億円以上

の投資があった場合に一般製造業であれば２％

の投資割りの補助金を差し上げる。雇用割りに

つきましては、新規雇用１人につき30万円をお

渡しするという形になっております。あと先ほ

どもちょっと言いましたように、情報サービス

産業では通信費の半額ぐらいを補助するという

ことも出てきます。

全体のトータルは出てないかもし○濵砂委員

れませんが、14年から現在18年までで376企業、

。 、誘致をされていますね 上のデータを見ますと

合計で5,994名の雇用者ということだろうと思う

んですが、これに県から出したお金と、この労

働対価はわかりませんけれども、どのくらいに

なっていますか。出てなければ、18年度の企業

誘致一覧部分でも結構です。出てないですか。

今こちらには手元にな○吉田企業立地対策監

いものですから、後ほど調べてお届けするとい

うことでいかがでしょうか。

資料でお願いします。○濵砂委員

最近よく話が出ているんですが、いわゆる行

財政改革で、特に財政改革の中で公共事業が極

端に減らされておる。県単事業等から見ると、

当初からすると４割を切っているような状態、

３割、３割、３割でカットしていますから、そ

うしますと、全体で公共事業が大体10％ずつ削

られてきたとすると700億円ぐらいがこの３年間

で公共事業だけでも削られている。公共事業と

いうのは御承知のとおりなんですが、もともと

失業者の受け皿としてかなりの効果を出してき

ているんです。今、いわゆる建設業界というと

ころに携わっておる人たちがたくさん失業され

ている。最終的受け皿だった部分が転換を迫ら

れておる。ところが、なかなか職場がないとい

うのは御承知のとおりなんです。誘致企業も確

かにいいんですけれども、いい会社もたくさん

入ってきているだろうと思うんです。もっと受

け皿を、人的受け皿が広いような企業、製造業

のどっちかというと部品製造ぐらいの、そうい

ったある程度弾力があって雇用できるような会

社、言い方がちょっと難しいんですけど、その

ような方向というのはどのように考えておられ

ますか。

私どもも委員のおっし○吉田企業立地対策監

ゃるとおり考えておりまして、部品関係とか高

付加価値の企業さん、こちらに来ていただきた

いということで日々誘致活動には取り組んでい
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るところでございますが、企業さんが立地する

ときにいろいろと条件がございまして、なかな

か苦戦をしているというところでございますけ

れども、今、企業さんは設備投資意欲はある程

度出てきているものですから、今後もそちらの

方に力を入れて誘致活動に努めてまいりたいと

考えております。

実は視察で富山県に行ってきまし○濵砂委員

た。富山県は宮崎県と逆転というような状態で

２次産業が非常に発展している。１次産業は宮

崎県の数分の１にしかならないんですけど、た

だ、雇用の幅が広いんです。さっきの話のよう

にある程度体が丈夫で動ける人たち、こういっ

た人たちを雇用できる受け皿、ここ辺が宮崎県

には今、欠けているんじゃないかなと思うんで

、 、すけれども ぜひそういうところに目を向けて

今もそうしておられるんでしょうけれども、２

％というこのものも、ただ、今の状況から考え

たら、少しは投資は大きくても効果があるもの

を考えるべきじゃないかと思うんです。ぜひひ

とつそのように前向きにやっていただきたいと

思います。以上です。

わかりました。これか○吉田企業立地対策監

ら頑張りたいと思いますので、よろしくお願い

します。

関連ですけど、九州管内の限○中野副委員長

度額を教えてください。

九州内で限度額は一番○吉田企業立地対策監

多いところが20億円というのがあります。大体

。平均的には10億円ぐらいになってきております

県は５億円ということでいろいろと検討してい

るという状況でございます。

限度額がそんなに違うということ○徳重委員

、 。になると だれだって逃げちゃうと思うんです

そういうお話でちょっと誘致企業が失敗したと

かいう例が今までにあるものですか。

私が知っている範囲で○吉田企業立地対策監

はそれでは特にはございません。ただ、入り口

のところでそこ辺はあるのかなということはあ

りますが、話が進んでいきますと、補助金だけ

じゃないものですから、ほかのいろんなファク

ターがありまして、宮崎県の場合は労働力が非

常にあるということとか、土地がほかに比べる

と安いとかありますので、話が始まるとそんな

にないんですが、入り口のところでは、ああ、

そうかということで来ないのもあるのかなとい

うふうには考えております。

、○長友委員 これは応援のエールですけれども

有効求人数を見ると、九州管内で３位につけて

いるんですよ。だから、いろいろ頑張っている

んだなという実感がございます。しかし、先ほ

ど富山県とか石川県とか北陸東北の話が出まし

たが、青森、秋田を除いては有効求人倍率が１

以上になっているわけです。そういうところを

見ると、１次産業、２次産業、このシフトの問

題等やらまだありますので、そこらあたりに着

目しながら、もう少し生産性の上がる第２次産

業というか、企業誘致等中心にしながら頑張っ

てもらいたい、こういう気持ちがしています。

職業能力開発、技術技能の継承と○坂口委員

いうのがあって、これ、どこで所管したり、ど

うなっているか、こっちが教えてもらってない

のかもわからんのですけど、労働政策課では産

業界が求めるものに対しての対応というものは

当然できるんでしょうけど、産業界が現時点で

余り求めないけど、技術技能を消しちゃいかん

。よというものがあるんじゃないかと思うんです

これはどこでやっているのか。例えば河川工事

なんかも、多自然型で自然石を使った石積み工

法とかいうものが今後工法の中でどんどん採択
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されていくような方向になってきている。石を

割ったり組んだり、石工さんというのが要りま

すね。それとか、廃プラスチックなんかで小型

、 、船がＦＲＰ化されたことで問題になって 今後

杉材を使った船なんかがまた必要になってくる

時代が来ないとも限らない。そうなったとき、

船大工とかいうのが県内に何名も残ってないと

思うんです。こういうものを養成してくれとい

う産業界からの要望もないと思うんです。しか

しながら、残していかんといかんと僕個人は思

っているんですけど、そういうものを所管する

課というのはどこになるんですかね。

県では私どもの方がそれを○西労働政策課長

所管しておりますし、技能継承育成事業という

ような事業につきましては、宮崎県の技能士連

合会がございますので、ここに委託して、小中

学生と技能士のふれあい教室とか新聞でいろい

、 、ろ募集していると思いますが そういったもの

それから技能チャレンジ体験学習、こういった

ものをやっておりますし、技能祭りなども開催

しております。ただ、おっしゃるように、全産

業でいろんな職種でそういったすたれかかって

いる技能を維持していかないといけないという

ものは確かにございますが、全部に行き届いた

行政の施策というのはなかなか及んでないとい

うのが実情だろうと思います。

際限なく広がってもどうしようも○坂口委員

ないですけれども、例えばそんな中で残せる工

夫、ビデオに撮っておくとか、理論的に整理し

ておくとかいう、それを一時キープすることな

んかでまた必要なときに組み立てていくという

ような工夫なんかもしておかないと、とても対

応できなくなるし、消えたらだめというものが

ありそうな気がするんです。消えても、また必

要に応じて極力再度それを普及していけるよう

な何かの保存の方法、そういうのがないかなと

思って心配しているんですけど、また今後の検

討課題として要望をしておきたいと思います。

おっしゃるような対応を企○西労働政策課長

業によっては実際ビデオにしたりマニュアル化

したり、そういった技能継承ということに非常

に努力を払っているところもございますので、

そういった例を参考にしながら、そういった業

界がございましたら、そのような方法も指導し

てまいりたいと思っております。

言いがかりみたいになるけど、例○坂口委員

えば石工とか船大工というのは企業は振り向か

ないんです。しかし、宮崎の石積みの技術なん

ていうのは熊本から流れてきて向こうに入った

技術、これは全国に誇れるような石工の技術な

んです。それに免許皆伝書なんていうのがまだ

県内残っているんです。だけど、産業はとても

。 、 、振り向かない 船大工なんていうのは 飫肥杉

弁甲材使われるように宮崎にはいっぱい船大工

いたんです。県内、何も残ってないんです。こ

ういうことを言っていて、企業が残せるものは

企業でいいけど、残らないものがある。それに

対してちょっと心配をしてほしいなと、これは

要望で。

私から１件、きょう調印される○黒木委員長

メディキット、これは東郷の東洋工業ですか、

モータープールのところですね。今ある車の中

継所というんですか、あれはどこに今度は移転

されるんですか。

マツダの話ですね。あ○吉田企業立地対策監

ちらはモータープールみたいなところは置かな

いということになったということで聞いており

ます。

県内にはそういうものを置かな○黒木委員長

いと。場所はあそこでしょう。
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おろすのは細島でおろ○吉田企業立地対策監

すということは聞いておりますが、モータープ

ールみたいなのは置かずにそのままいろんなと

ころにという形で聞いております。

この現場は、そこのモータープ○黒木委員長

ールのところが工場用地になるんでしょう。

そうです。その後ろに○吉田企業立地対策監

山がありますけれども、その山も造成するとい

うことで計画が立っております。

全体面積はどれぐらいになる予○黒木委員長

定と聞いていますか。工場を建てて裏の方に、

裏が広いですね。

後ほどまたお届けする○吉田企業立地対策監

ということでよろしいでしょうか。

調印式があっていろいろ出てく○黒木委員長

るでしょうから、また教えてください。

ほかにございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他について何かございませ○黒木委員長

んか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって商工観○黒木委員長

光労働部を終了いたします。執行部の皆さん、

どうも御苦労さまでした。

暫時休憩をいたします。

午前11時８分休憩

午前11時11分再開

委員会を再開いたします。○黒木委員長

本委員会に付託されました議案、報告事項の

説明を求めます。なお、委員の質疑は執行部の

。説明がすべて終了した後にお願いをいたします

説明に入ります前に、まず、○藤本土木部長

このたびの台風13号によりましてお亡くなりに

なりました３名の方の御冥福をお祈りいたしま

すとともに、負傷された皆様や住家損害など被

害に遭われた皆様に心からお見舞いを申し上げ

たいと存じます。今回は土砂災害や公共土木施

設などの被害はございませんでしたが、まだ台

風シーズンの中でございまして、土木部といた

しましても、引き続き防災対策に万全の体制で

臨んでまいりたいと存じます。

続きまして、一言お礼を申し上げます。去る

９月９日に、県内の新直轄区間で最初の本格的

な工事となります東九州自動車道の丸目トンネ

ルが施行されるのに当たり、国主催で清武―北

郷間の工事着工式が開催されました。当日は坂

元議長を初め、議員の皆様の御出席を賜り、厚

くお礼を申し上げます。国におきましては、今

年度、さらに北郷―日南間においても用地買収

の着手や工事発注も予定されておりますので、

県としましてもさらに積極的に協力をしてまい

りたいと考えております。道路特定財源の一般

財源化の問題など高速道路の整備を取り巻く環

境には大変厳しい状況がございますが、今後と

も東九州自動車道を初めとする高規格幹線道路

網の早期整備に向けまして全力で取り組んでま

いりますので、委員会を初め、県議会の皆様の

より一層の御支援、御協力をお願い申し上げま

す。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す土木部所管の議案等につきまして、その概要

を御説明申し上げます。お手元に１枚紙で概要

説明の要旨をお配りいたしておりますので、ご

らんをいただきたいと存じます。まず、１の議

案等の（１）議案第１号「平成18年度宮崎県一

（ ）」 。般会計補正予算 第１号 についてであります

今回の土木部の補正額は、一般会計で１億9,500

万円の増額をお願いしております。その内容と

いたしましては、西日本高速道路株式会社など
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からの受託事業の決定に伴う補正であります。

これにより補正後の土木部所管の予算は1,004

億4,028万5,000円となります。

次に （２）議案第７号「宮崎県における事務、

」処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

であります。これは、関係法律の廃止などに伴

い引用規定を改正するための条例の改正であり

ます。

次に （３）議案第11号「宮崎県屋外広告物条、

例の一部を改正する条例」につきましては、屋

外広告物許可の取り消し要件に管理者の届け出

に関する義務違反を追加するなど、所要の規定

の整備を行うための条例の改正であります。

次に （４）議案第13号及び第14号「工事請負、

契約の締結について」であります。これは、国

道327号の岩屋戸１号橋上部工工事及び県道鰐塚

山田野停車場線の鰐塚山トンネル工事に係る請

負契約締結について、議会の議決に付すべき契

約に関する条例の規定により議会の議決を求め

るものであります。

次に （５）議案第15号「工事請負契約の変更、

について」であります。これは、岩屋戸トンネ

ル工事の工事請負契約の変更について、議会の

議決に付すべき契約に関する条例の規定により

議会の議決を求めるものであります。

次に （６）報告事項の「損害賠償額を定めた、

ことについて」であります。これは、県有車両

による交通事故などの損害賠償額の決定などを

専決処分によりまして行ったことについて、地

方自治法第180条第２項の規定により報告するも

のであります。

最後に、その他の報告事項といたしまして、

総合評価落札方式の試行についてなど３件がご

ざいます。

以上が当委員会で御審議いただきます議案等

でございますが、詳細につきましては、それぞ

れ局長及び担当課長から説明をさせますので、

よろしくお願いをいたします。以上でございま

す。

管理課でございます。○後藤管理課長

まず、議会提出資料でございますが、各課が

本日の委員会で説明に使用いたします議会提出

資料は、１つ 「平成18年９月定例県議会提出議、

案 、２つ 「平成18年度９月補正歳出予算説明」 、

資料 、３つ目に「平成18年９月定例県議会提出」

報告書」の３つでございますが、土木部関係分

だけを抜粋してお手元の委員会資料でまとめて

おりますので、各課はこの委員会資料で説明さ

せていただきます。

委員会資料を開いていただきますと、目次に

各課の説明項目とその下に議会提出資料とその

該当ページを記載しております。

それでは、委員会資料の１ページをごらんく

ださい。土木部の９月補正予算の概要について

御説明いたします。今回の補正予算は、東九州

自動車道の事業進捗に伴い、西日本高速道路株

式会社からの用地測量や物件調査等の受託業務

増加などに伴うものであります。この表は、今

回の補正額及び補正後の額を一覧表にして取り

。まとめました土木部の予算総括表でございます

一般会計と特別会計を合わせた補正後の土木部

の予算は、表の一番下の行の右から２番目に記

載しています1,004億4,028万5,000円で、前年同

期比較で95.9％となっております。

次に、３ページをお開きください。損害賠償

額を定めたことについて御説明いたします。県

有車両による交通事故の損害賠償であります。

表記載の相手方の車両に日向土木事務所職員の

運転する県有車両が追突したものであります。

この損害賠償額は人身及び物件損害料であり、
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表記載の金額で和解契約を締結いたしておりま

す。交通事故防止につきましては、日ごろから

注意を喚起しているところでありますが、今後

。とも十分指導してまいりたいと考えております

管理課は以上です。

。○郷田技術検査課長 技術検査課でございます

総合評価落札方式の試行につきまして御説明

いたします。委員会資料の５ページをお開きく

ださい。まず、１の総合評価落札方式導入の背

景についてであります。昨年４月に「公共工事

の品質確保の促進に関する法律」が施行されま

したが、その中で、公共工事の品質確保を促進

するために３つのポイントが挙げられておりま

す。

資料の８ページの方をお開きください。３つ

のポイントとその施策について整理をいたして

おります。１つ目のポイントは、品質確保の基

。本理念及び発注者の責務の明確化でございます

公共工事の品質確保の重要性や発注者の責務が

明記されております。２つ目のポイントは 「価、

格競争」から「価格と品質で総合的にすぐれた

調達」への転換でございます。３つ目のポイン

トとしまして、発注者をサポートする仕組みの

明確化でございます。小さな市町村におきまし

ては、発注関係事務を十分に実施できない場合

もございますので、そのようなときは外部支援

の活用に努めることとされております。

資料の５ページにお戻りください。ただいま

品確法の３つのポイントについて説明をいたし

ましたが、このうち、２番目の価格競争から価

格と品質で総合的にすぐれた調達への転換の主

要な取り組みといたしまして、総合評価落札方

式の適用が掲げられております。続いて、総合

評価落札方式の概要についてであります。総合

評価落札方式は、従来の価格のみによる競争入

札とは異なりまして、価格と技術提案等の内容

とを総合的に評価をしまして落札者を決定する

方式でありまして、工事の規模や難易度により

まして、通常の道路、河川、砂防工事などが対

象となります簡易型、大規模なトンネルや橋梁

工事などが対象となります標準型、大規模なダ

ム工事などが対象となります高度技術提案型に

区分されます。

９ページをごらんください。この図は総合評

価落札方式の体系を示したものでございます。

真ん中下ほどに緑色の総合評価の枠がありまし

て、左から括弧書きで簡易型、標準型、高度技

術提案型となっております。これらの適用につ

きましては、上の方に白枠で表示してあります

、 、が 技術的な工夫の余地が小さい工事であるか

技術的な工夫の余地が大きい工事であるかなど

対象工事の特性を検討しまして設定することと

なります。県の工事におきましては、施工規模

などから簡易型が一般的でありまして、標準型

等の適用はごく少ないものと考えております。

また、５ページの方にお戻りください。総合

評価落札方式を取り入れるメリットとしまして

は、業者の持っているさまざまな技術力やノウ

ハウを生かすことによりまして、工事目的物の

品質のより一層の確保や県民サービスの向上、

、住環境や自然環境のさらなる保全などが図られ

住民や利用者の満足度が高まるものと考えてお

ります。例えば交通量が多い道路での交通規制

時間の短縮ですとか、河川工事におきます工事

濁水の減少などがございます。また、民間企業

の技術力競争が促進されまして、技術と経営に

すぐれた建設業の育成につながるものと考えて

おり、不良不適格業者の排除等も期待されるも

のと考えております。

次に、３の総合評価落札方式の試行について
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。 、であります 総合評価落札方式につきましては

副知事を委員長とします宮崎県入札手続等改善

検討委員会で検討を行ってきたところでありま

すが、本年度からまず土木部所管事業におきま

して試行を行いたいと考えております。試行

は、5,000万円以上の案件から選びまして、条件

付一般競争入札で行うこととしております。試

行期間としましては、平成18年度下半期から平

成19年度までを予定しまして、今年度は数件ほ

。 、どの工事を選定したいと考えております なお

国土交通省におきましては、今年度、事業費ベ

ースで約８割の工事で総合評価落札方式を実施

する予定になっておりまして、九州各県におき

ましての土木部関係部局の工事において、いず

れの県におきましても今年度中に簡易型を試行

する予定となっております。

。 、資料の６ページをお願いします 続きまして

４は簡易型の評価項目及び配点についてであり

ます。この表は、簡易型の評価の視点と評価項

目及び配点をまとめたものでございますが、国

。土交通省の評価基準を参考に作成しております

評価の視点を３つに分けております。施工計画

につきましては、工程管理や品質管理に係る技

術的所見などを評価し、４点としております。

企業の施工能力は、企業の技術力、地域社会貢

献などを評価しまして、３点としております。

配置予定技術者の能力については、監理技術者

等の同種工事の施工経験などを評価し、３点と

しておりまして、合計を10点満点としておりま

す。括弧書きは、20点満点とした場合の配点を

示しております。

続きまして、５、簡易型によります落札者の

決定方法についてでございます。まず、加算点

について御説明いたしますと、加算点につきま

しては、施工上の技術的課題が多いか少ないか

などによりまして、上の４で説明をしましたよ

うに、満点を10点または20点として配点を決定

いたします。その後、入札を希望する業者から

出された資料を評価基準に基づいて審査評価し

まして、得点を算出いたします。次に、評価値

の算出ですが、基礎点を100点としまして、これ

、 。に加算点を加え 技術評価点を算出いたします

この技術評価点を入札額で割った値が評価値と

なります。つまり評価値は、技術評価点の高い

ものほど、また入札額が低いものほど高くなる

ことになります。そして、入札価格が予定価格

及び最低制限価格の範囲内にあるもののうち、

評価値の最も高いものを落札者といたします。

次、７ページを見ていただきますと、ただい

ま説明をしましたことを具体的に例示した表を

載せております。この表は、ある工事におきま

して、Ａ、Ｂ、Ｃの３社が入札に参加したと仮

定して作成したものですが、加算点の満点は10

点としております。まず、各社から出された資

、 。料をもとに評価を行いまして 得点を出します

これを合計しましたのが①の加算点でして、5.7

点、8.7点、4.2点となります。次に、①に基礎

点の100点を加えまして技術評価点を出します。

これが②となります。③は入札額の欄でござい

ますが、それぞれ7,400万円、7,300万円、7,200

万円の入札額であったと想定しております。そ

の下の欄が評価値でして、②の技術評価点を③

の入札額で割った値となります。表では数字を

見やすくするために１万倍しておりますけれど

も、この場合は評価値が14.28、14.89、14.47と

なっております。総合評価落札方式では、評価

値が最も高いものを落札者といたします。その

ため、このケースによりますと、入札額が最も

低いＣ社ではなくてＢ社が落札者ということに

なります。
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６ページにお戻りください。続きまして、中

立かつ公正な審査評価の確保について御説明い

たします。同方式の適用に当たりましては、発

注者の恣意を排除し、中立かつ公正な審査評価

を行う必要があります。このようなことから、

地方自治法におきまして、総合評価落札方式を

行うときは２人以上の学識経験者の意見を聞く

こととされております。そのための委員会を設

置することとしております。また、手続の透明

性、公平性を確保するため、評価基準等につい

てはあらかじめ入札説明書等において明らかに

しますとともに、入札結果についても各業者の

入札価格、技術評価点等を公表することとして

おります。

最後に、７の試行における検証内容について

であります。当方式は他県等におきましても取

り組みが始まったばかりのところがほとんどで

ありまして、システムが十分に確立されており

ません。そのため、学識経験者等の意見聴取や

技術提案の作成評価など、受発注者双方の事務

量がどの程度になるのか、また評価項目や評価

基準の設定が適切であるかどうか、価格に対す

る技術評価点の割合は妥当であるかというよう

なことについて検討を行う必要があると考えて

おります。このようなことから、当面は対象工

事を選定しまして、試行により総合評価落札方

式の検証を行いたいと考えております。

以上、総合評価落札方式の説明を終わらせて

いただきます。

。○荒川道路建設課長 道路建設課でございます

議案第13号及び第14号の「工事請負契約の締

結」について御説明いたします。委員会資料11

ページをお開きください。議案第13号は、一般

国道327号地域連携推進事業に伴う岩屋戸１号橋

。上部工事の請負契約の締結についてであります

下の方に位置図を掲げておりますが、この工事

は、椎葉村大字松尾において整備を進めており

ます岩屋戸バイパスの整備に伴う橋長128メート

ルの岩屋戸１号橋上部工事でございまして、条

件付一般競争入札に付したものであります。１

。に岩屋戸バイパスの事業概要を書いております

２に岩屋戸１号橋上部工事の概要を記載してお

ります。３の工事請負契約の概要をごらんくだ

さい。契約の金額は７億234万5,000円でござい

ます。契約の相手方はＪＳＴ株式会社福岡営業

所でございまして、日本鉄塔工業株式会社がＪ

ＳＴとなっております。工期は平成20年12月25

日までであります。次の12ページに工事箇所を

拡大してお示ししております。

次に、13ページをごらんください。議案第14

号は、一般県道鰐塚山田野停車場線、平成17年

発生道路災害復旧事業に伴う鰐塚山トンネル工

事の請負契約の締結についてであります。下の

方に位置図を掲げておりますが、この工事は、

宮崎市田野町大字持田において昨年の台風14号

により被災しました一般県道鰐塚山田野停車場

線を災害復旧工事として施行する延長325メート

ルのトンネル工事でございまして、条件付一般

競争入札に付したものであります。１に鰐塚山

トンネルの事業概要を記載しております。２の

工事請負契約の概要をごらんください。契約の

金額は６億2,736万4,500円でございまして、契

約の相手方は大淀・南星特定建設工事共同企業

体でございます。工期は平成20年３月25日まで

であります。

次に、14ページをお開きください。工事請負

契約の変更について御説明いたします 議案第15。

号、一般国道327号地域連携推進事業、岩屋戸ト

ンネル工事の請負契約の変更についてでありま

す。当工事は、椎葉村大字松尾において整備を
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進めております岩屋戸バイパスの岩屋戸トンネ

ル工事であります。３の工事請負契約の概要を

ごらんください。当初の契約金額は10億6,575万

円でございます。契約の相手方は大和・山本・

矢野特定建設工事共同企業体で施工中でありま

すが、契約金額を651万1,000円増額変更するも

のであります。４の変更理由でありますが、ト

ンネル掘削の結果、トンネル中央部付近の岩盤

が当初想定以上に亀裂が多かったため、この区

間に鋼製支保工を追加したことによって鋼製支

保工の施工延長がふえたことによるものであり

ます。次のページに工事箇所を拡大してお示し

しております。以上でございます。

。○黒木道路保全課長 道路保全課でございます

損害賠償額を定めたことにつきまして地方自

治法第180条第２項の規定に基づき、御報告いた

します。お手元の委員会資料の17ページをお開

きください。道路保全課の報告分は５件でござ

います。発生日及び発生場所につきましては、

左の欄に記載のとおりであります。

事故の内容につきまして御説明いたします。

まず、一番上の側溝ふた不全事故でございます

が、これは台風14号通過の翌日、中学生が自転

車で歩道を通行しようとした際、台風の大雨で

ふたの外れていた歩道内の升に転落し、上下の

あご等を骨折したものであります。２番目の側

溝ふた不全事故でございますが、これは２日連

続で発生した事故でございまして、路線バスが

走行中、道路を横断する仮設の排水溝のグレー

チングふたをはね上げ、車両の下部を損傷した

ものであります。３番目の枝落下事故でござい

ますが、これはタクシーで県庁クス並木通りの

交差点で信号待ちで停車中、強風で折れたクス

ノキの枝が落ちてきてボンネットを損傷したも

のであります。４番目の枝落下事故でございま

すが、これは10トントラックで走行中、左側路

肩に生えていた樹木の枝が垂れ下がってきて車

両前部に衝突し、フロントガラス及び左側バッ

クミラーなどを損傷したものです。５番目の穴

ぼこ事故でございますが、これは自動車で走行

中、車道中央寄りに生じていた穴ぼこに右前後

輪が入り、タイヤがパンクしたものです。これ

らの事故に関し、調査しました結果、県に道路

管理瑕疵があると判断し、それぞれ右の欄に記

載しております金額で和解契約を締結したもの

でございます。損害賠償額の総額は286万5,558

円でありまして、すべて道路賠償責任保険の契

。約を結んでおります保険会社から支払われます

事故の説明は以上でありますが、道路の安全

性を確保することは道路管理上最も重要なこと

でありますので、事故が発生した場合にはその

原因や今後の対策を分析し、すべての土木事務

所にフィードバックするとともに、道路の事故

が発生しないよう、道路巡視やパトロールにお

ける点検項目を見直すなど道路管理瑕疵事故の

削減が図られるように取り組んでいるところで

あります。道路保全課は以上でございます。

港湾課でございます。○河野港湾課長

委員会資料の19ページをお開きください。当

課の補正予算額は、一般会計で1,700万円の増額

をお願いしております。補正後の予算額は、右

から３番目にありますように、一般会計と港湾

整備事業特別会計を合わせまして91億25 9

万3,000円でございます。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。20ページをお開きください （事項）港湾。

受託事業でございますが、1,700万円の増額をお

願いしております。これは、港湾環境整備事業

によりまして、油津港堀川運河の緑地に飫肥杉

を使った遊歩道でありますロードデッキ等を整
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備する事業でございますが、県と日南市の管理

区域が隣接していますことから、市が施行する

部分を受託し、県施行分とあわせて発注、施行

することにより効率的な事業の実施を行うもの

でございます。

港湾課の補正予算につきましては以上でござ

います。

。○藤村都市計画課長 都市計画課でございます

委員会資料の21ページをお開きください。議

案第11号「宮崎県屋外広告物条例の一部を改正

する条例」についてであります。最初に、１の

屋外広告物表示規制の対象となる自動車の範囲

拡大についてであります （１）の改正の理由で。

ありますが、現行条例の規定では、屋外広告物

表示規制の対象となる自動車の範囲に軽自動車

等が含まれず、規制の対象となる普通自動車等

との取り扱いが異なり、不均衡が生じるため、

。軽自動車等も規制の対象とするものであります

次に （２）の改正の内容でありますが、第11条、

第３号の自動車に関する規定中の「道路運送車

両法に基づく登録を受けた自動車」を「道路運

送車両法第２条第２項に規定する自動車」とす

ることによりまして、規制の対象に軽自動車等

を加えるものであります。

次に、２の屋外広告物管理者の住所制限の撤

廃についてであります （１）の改正の理由であ。

りますが、現行条例の規定では、屋外広告物の

補修その他必要な管理を行う管理者につきまし

ては、迅速な対応を求めるため、県内に住所を

有する者に限っておりますが、県外に住所を有

する者でも管理を適正に行える状況になってき

たことから、この制限を撤廃するものでありま

す 次に ２ の改正の内容でありますが 第22。 、（ ） 、

条第２項の管理者に関する規定中に括弧書きし

てあります「県内に住所を有する者に限る」を

削除するものであります。

次に、３の屋外広告物許可の取り消し要件に

管理者等届け出義務違反を追加することについ

。（ ） 、てであります １ の改正の理由でありますが

屋外広告物条例では、屋外広告物の管理者を置

いたときなどはその旨を知事に届け出ることに

なっておりますが、こうした届け出を行わない

などの義務違反に対する効果的な是正手段がな

く、適正な管理者等が設置されない等のおそれ

があるため、当該義務違反を屋外広告物許可の

取り消し要件に加えるものであります。次に、

（２）の改正の内容でありますが、第25条の屋

外広告物許可の取り消し要件に「管理者等の届

け出を義務づけた第28条の規定による届け出を

せず、または虚偽の届け出をしたとき」を加え

るものであります。

最後に、施行期日についてでありますが、周

知期間を設け、平成19年４月１日からといたし

ますが、２の屋外広告物管理者の住所制限の撤

廃につきましては公布の日から施行することと

しております。

なお、22ページに条例の現行と改正案の対照

表を添付しておりますが、説明は省略させてい

ただきます。

次に、報告事項が２点ございます。資料の23

ページをお開きください。まず、都市計画道路

見直しガイドライン策定についてであります。

１の概要についてであります。近年は、下の四

角囲みの中にあります少子・高齢社会の到来、

市町村合併の進行などによる社会経済情勢の変

化によりまして、都市計画の考え方が拡大型の

まちづくりからコンパクトなまちづくりに方向

転換されております。このため、都市計画道路

につきましても、その必要性、配置、構造等の

検証を行い、都市の将来像を見据えた総合的な
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見直しが必要となってきております。こうした

都市計画道路の見直し作業は、まちづくりの観

点から市や町が主体となって行うことになりま

すが、市や町が見直しを円滑に行うことができ

るように見直し作業方法などを定めたガイドラ

インを今年度、県で策定しているところであり

ます。

次に、２の本県における都市計画道路の整備

状況について御説明いたします。表とグラフを

あわせてごらんください。県内の都市計画道路

は 全体の計画延長が約1,149キロメートルで602、

路線が決定されております このうち 延長で700。 、

キロメートル、割合で61％が整備されていると

ころですが、39％は未着手となっております。

未着手の内訳として、９％が概成済みで30％が

未整備であります。ここで概成済みとは、計画

決定幅の３分の２以上の幅員または４車線を有

するものであり、未整備は、それ以外で事業が

着手されていないものであります。なお、都市

計画決定から30年以上の長期にわたり未着手の

道路は延長にして275キロメートルであり、全体

の24％に達しております。この長期未着手道路

につきましては、特にその必要性を検証してい

くことが重要であると考えております。

次に、24ページをごらんください。３のガイ

ドラインの主たる内容についてであります。こ

こでは、大きな丸印で示しております見直しの

基本的な考え方、見直しの検討手順と方法、ガ

イドラインの運用についてを内容として解説す

ることとしております。

最後に、４の策定作業スケジュールについて

であります。関係市町との意見交換会や検証作

業などを行うとともに、学識経験者等による検

討委員会の意見を参考にしながら、平成18年度

中にガイドラインを策定することとしておりま

す。なお、平成19年度以降にガイドラインの内

容について市や町などへの周知徹底を図り、各

市町による見直し作業を促進していくこととし

ております。

次に、25ページをお開きください。景観形成

基本方針の策定についてであります。１の概要

についてでありますが、本県は、全国に先駆け

て豊かな自然環境を生かした景観づくりに取り

組んできたところでございます。７行目から記

述しておりますように、この基本方針は、50年

後、100年後を見据えた景観形成に関する考え方

、や方向性を広く住民に対して明らかにすること

住民と行政が協働して景観を糸口とした持続的

かつ活力ある宮崎県を創造することを目的とし

て策定するものであります。

次に、２の基本方針の内容についてでありま

す （１）の本県の景観としましては、自然景観。

や市街地の景観、公共施設の景観など県内各地

。で見られるさまざまな景観を紹介しております

次に （２）の将来像についてであります。本県、

の景観は豊かな自然を背景にそこに住む人々の

生活や営みの中から生まれてきたものと言えま

すので、自然と人々の生活が融合した「美しい

みやざき」の創造としたところであります。次

に （３）本県における景観形成の基本方針につ、

いてであります。本県が持つ豊かな自然環境や

歴史・文化などを生かした景観づくりを進める

ため、景観に関する意識の醸成と指導的人材の

育成に努めることや、貴重な自然環境の保全形

。成を図ることなど５つの方針を掲げております

次に （４）景観づくりを進めるための役割につ、

いてであります。ここでは住民の役割、事業者

の役割、その下にあります市町村の役割、右に

あります県の役割を模式図で示しております。

住民が景観づくりの主役であることや事業者も
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重要な担い手であること、また市町村は景観行

政団体として中心的な役割を担うこと、県は広

域的観点から先導、調整を図る役割を担うとと

もに、住民、市町村などの取り組みを支援する

こととしております。次に （５）の県としての、

取り組みについてであります。①の住民等に対

する啓発支援など４つの項目につきまして取り

組んでいくこととしております。

、 、最後に ３の策定時期についてでありますが

当基本方針は平成18年度中の策定を予定してお

ります。都市計画課から以上でございます。

建築住宅課であります。○江川建築住宅課長

議案第７号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」について

御説明をいたします。お手元の常任委員会資料

の27ページをお開きいただきたいと思います。

まず、１の改正の趣旨についてであります。本

年６月に「高齢者、身体障害者等が円滑に利用

できる特定建築物の建築の促進に関する法律 、」

いわゆるハートビル法と言っておる法律でござ

います。それと「高齢者、身体障害者等の公共

交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関す

る法律 、いわゆる交通バリアフリー法と言って」

おりますが、この２つの法律を統合した「高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律」が制定されたことに伴いまして、いわゆ

るハートビル法から引用を行っておりました 宮「

崎県における事務処理の特例に関する条例」の

。規定について所定の改正を行うものであります

次に、２の改正の内容についてであります。

条例第２条関係別表の第34の項では、特定建築

物の建築等の計画の認定申請の受理に関する事

、務を処理する市町村について定めたものですが

法律の名称及び引用条項を左の現行の欄に記載

しております波線の部分 「高齢者、身体障害者、

等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進

に関する法律第６条第１項」から、右の改正後

の欄に記載しております波線の部分 「高齢者、、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

第17条第１項」に改めるものであります。

３の施行期日につきましては、施行の日から

起算して３月を超えない範囲内としておりまし

て、規則で定める日から施行することとしてお

ります。

なお、次の28ページに新旧対照表をつけてお

りますが、説明は省略させていただきます。建

築住宅課は以上でございます。

高速道対策局でありま○野口高速道対策局長

す。

当局の補正予算について御説明いたします。

お手元の委員会資料の29ページ、高速道対策局

をお開きください。当局の補正予算額は１

億7,800万円の増額をお願いしております。補正

後の予算額は、表中、右から３番目の欄にござ

いますように19億4,841万8,000円となります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。30ページをお開きください。事項といた

しましては、東九州自動車道用地対策費であり

ます。これは、東九州自動車道の早期整備を図

るため、県が西日本高速道路株式会社及び国か

ら委託を受け、用地測量調査等及び用地取得事

務を行う事業であります。東九州自動車道の事

業進展に伴いまして、西日本高速道路株式会社

が事業主体となっております日向―都農間及び

高鍋―西都間並びに清武ジャンクションにおけ

る用地測量や物件調査等の受託業務の増加によ

りまして１億7,800万円の増額でございます。こ

れによりまして、有料道路区間の用地測量及び

。物件調査はおおむね完了する予定でございます

なお、全額西日本高速道路株式会社からの受託
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事業収入によるものでございます。以上で説明

を終わります。

以上で執行部の説明は終了しま○黒木委員長

したが、質疑は午後にしたいと思います。よろ

しいでしょうか。

その前に、資料を急に言っても出○濱砂委員

せんでしょうから、お願いをしておきたいと思

いますが、まず工事額なんですが、建設の県発

注の工事額、３億円以上ぐらいの件数、金額、

高速と災害を除いたものを出していただけませ

んか。委員長に資料をお願いいたします。

それから、もう１点は、県職員のＯＢが各業

者に再就職をされたものの名簿が出せれば出し

ていただきたいと思います。質疑は午後で結構

です。

今の資料はどちらの方が用意し○黒木委員長

ますかね。

３億円以上のものにつきまし○後藤管理課長

て、今から調査しまして、できるかどうか含め

まして、できれば資料提出したいと思います。

非常に公共事業が減額されてきて○濱砂委員

おりますので、大きい事業がどのくらい出てい

るのかと。小さいＢ、Ｃ、Ｄぐらいのクラスの

仕事が全然行き渡らんような状況のようですの

で、大きい例えば５億、10億のトンネルとか橋

梁とかいうものはどのくらいの割合を占めてい

るのか、その辺をちょっと知りたいものですか

ら、そういうことでの資料要求です。

ＯＢの関係は。○黒木委員長

それはどのくらいの人が……。か○濱砂委員

なり話がどこそこであるんですけれども、出せ

れば委員長の方から資料要求していただきたい

と思います。

これも管理課長の方かな。○黒木委員長

これについては、退職者につ○後藤管理課長

いてどんな会社にとかいうのは、一応その方の

持っている技術力と経験とかそういうもので請

われていくということで、県のところで直接タ

ッチしているものではありませんので、そこ辺

については調査ができるかどうかと思いますの

で、そこを含めて私どもの方で検討してみたい

と思います。

内容は県外の業者さんとの割合も○濱砂委員

見たいというところがありますから、その内容

であります。別にほかに意図はございません。

、 。○黒木委員長 それでは 暫時休憩いたします

午後は１時からお願いいたします。

午前11時57分休憩

午後１時２分再開

休憩前に引き続き委員会を再開○黒木委員長

いたします。

執行部の説明が終わりましたので、委員の皆

さんの質疑を受けたいと思いますが、どうぞ、

どなたからでも。

午前中の資料はまだでき上がって○濱砂委員

ないんですね。

３億円以上の請負工事額の件○後藤管理課長

数、金額、これについて現在、作業しておりま

す。でき次第、それについてはお示ししたいと

思っております。

県ＯＢ職員の名簿についてはどう○濵砂委員

でしょうか。

17年度で見てみますと、土木○後藤管理課長

技術者の退職者は11名です。県としては再就職

、等をあっせんしているものではありませんので

退職の状況については把握していない現状にあ

ります。ただし、その中で１名については西都

土木事務所において河川巡視員として非常勤職

員ということで働いていらっしゃいますので、
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。 。この分については把握しております 以上です

県庁ＯＢ職員の業者さんへの再就○濱砂委員

職、天下りじゃない、あっせんもしないわけで

すから、再就職ということなんですが、現実的

には営業等で回っておられますので、技術的な

ものの要素を買われていわゆる再就職というも

のもあるかも、そちらの方が主力だろうと思う

んですけれども、営業で回っている方もかなり

いらっしゃいます。話を聞きますと、本県の工

事高の95％ぐらいは県内業者ということですか

ら、それはそれでいいんですけれども、県外業

者等々の影響がどのくらい県内業者に対するシ

ェアの縮小になっているのかなという気もした

ものですからお願いをしたわけでありますが、

ただ、やっぱり再就職とはいっても、そういっ

た県の有能な人材が再就職をしていく、あるい

はいろんな相談機能としてもＯＢ会等もあると

思うんですけれども、行ったから知りませんよ

というんじゃなくて、公開する必要はないにし

ても行き先の掌握ぐらいはしておってもいいん

じゃないかと思うんですが、しょっちゅう私ど

もは会うものですから、名刺も結構もらってお

りますし、それが悪いというわけじゃないんで

す。有能な技術を各民間の会社に生かすという

ことについては、これは必要なことであります

から、そういうものはそういうものとしてやは

りちゃんと掌握していく必要があるんじゃない

かと思うんですが、部長、どうですか。

ＯＢさんの再就職の状況を土○藤本土木部長

木部で把握すべきじゃないかというようなふう

にお聞きしたわけですけれども、今、ざっくば

らんに言えば、天下りに対して非常に厳しい御

批判もあるということで、土木部としては関与

しないという立場をとっておるわけで、その中

で再就職先の聞き取りとかをやって土木部とし

て名簿などをつくるということは控えたいと思

います。ただ、今おっしゃったように、ＯＢの

親睦団体はございます。御存じのとおりですけ

ど、全建緑陽会というのがございますが、ここ

は名簿をつくっていただいておりまして、それ

は私どももいただいておるわけで、おおよその

ところはわかるわけですけど、ただ、正確さか

ら言うと完全なものじゃないというふうに私は

見ておるわけですけれども、そういうふうな状

況でございます。以上です。

きょう説明がありました評価の方○濱砂委員

式なんですが、この中に、技術的な工夫の余地

が大きい、高度な技術やすぐれた工夫を含む技

術提案を求めるとか、いわゆる総合評価落札方

式の概要説明をいただいたんです。私が言いま

したのは、この件があって話をしたんですけれ

ども、県内で一番土木の皆さん方がわかってお

られるのは それぞれ専門の方たちが県の中で30、

年以上も仕事をしてこられて、そしてその人た

ちの能力というのは十分わかっておられるはず

ですから、そういうものがここ辺に組み入れら

れて、いわゆる県内の土木技術の向上につなが

るんじゃないかと、あるいはこの判断基準もそ

こ辺でできるんじゃないかと思ったから話を出

したところだったんですが、その件に関しては

どうですか。

総合評価方式の評価基準です○藤本土木部長

が、これは第三者が見られてもわかりやすいも

のにすると。例えば標準工期が100日であれば、

自分ところはこういう工夫をして80日にします

とか、あるいは舗装であれば、騒音のレベルが

例えば70とかあればこういう工夫して65にする

とか、数字的にある程度あらわれて、どなたが

ごらんになってもわかるような基準にすべき必

要があると、そういうふうに思って今、基準を
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つくっているところなんですけれども、その中

で、今、御意見おっしゃったように、いろんな

技術的な工夫の知恵、その分は確かにおっしゃ

るように県の技術等を長年タッチしてきた者の

中には、すべてとは言いませんけれども、そこ

辺にすぐれた者もおるということで、そこ辺の

ある程度の参考意見とかいう場面はあると思う

んですけれども、それが一概にすべてではない

と思います。以上です。

それでは、議案の方から質疑を○黒木委員長

お願いします。

提出していただいた資料でいく○権藤委員

と14ページ、15号議案の契約条件の変更なんで

すが これについては 10億を超すものの中で650、 、

万ということですから、金額は単なる650という

評価と全体に占めるものとの関係ということに

なると、いろいろあろうかと思います。この契

約変更の手続をまずお尋ねをしたいと思うんで

すが、その判断と手続ですね。

議案第15号の岩屋戸トン○荒川道路建設課長

ネルの契約変更の手続ということでございます

けれども、このトンネルにつきましては、トン

ネルの掘削をやっておりまして、その掘削の中

で岩盤の地質、そういったものの変更がトンネ

ルの中ほどであったわけでございます。その変

更につきましては、本来ならば９月議会という

のではなくて、例えば前の議会とかできるだけ

早く御報告するところでございますけれども、

ちょうど６月議会のときはまだ掘っている最中

でございまして、きちんとした額がまだつかめ

ない状況でございました。そういうことで今回

、提案をさせていただいているわけですけれども

その場合に土木事務所、発注者の方から請負業

者さんの方に指示書を出しております。それに

伴って業者さんの方でやっていただいておると

いうことでございます。指示書を出しておりま

すので、それを受けまして設計等につきまして

変更をしておるということでございます。以上

でございます。

私は、通常の契約、商慣習という○権藤委員

のは、例えば１％なら１％、この場合10億です

から1,000万なら1,000万というものを超える場

合とかいろいろ判断の基準があると思うんです

が、そういう契約変更しなきゃいかんという部

、 。分の解釈 これはどうなっているんでしょうか

今回の変更につきまして○荒川道路建設課長

は、650万の増になっておりますけれども、岩盤

の内容は当初ある程度かための岩盤と思ってい

たところが若干亀裂が多い岩盤であったという

ことで、発注者とコンサル、専門家等入れて岩

盤の判定を何回かやっております。若干岩盤が

亀裂が多かったということで、当初は鋼製支保

工というのをみてなかったんですけれども、そ

の委員会の中で鋼製支保工をやらないと危ない

ということで鋼製支保工を追加しております。

そういうことから計算をいたしまして、650万で

ございますけれども、変更増になったというこ

とでございます。

私は、今の説明で鋼製支保工が最○権藤委員

初ゼロだったんじゃなくて何メーターから何メ

ーターになったんですかということを聞こうと

思っていたんですが、最初はゼロだったんです

か。

鋼製支保工につきまして○荒川道路建設課長

は、トンネル全体の467メーターの中で鋼製支保

工をする部分としないでもいい部分があったわ

けでございます。当初、163メートルほどしなく

てもいいと思っておったところが、今回岩盤の

判定によりまして鋼製支保工をやった方がいい

というふうに判断をしまして、その分がふえて
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おります。以上でございます。

そうしますと、純粋に解釈すれ○権藤委員

ば、163メーターの鋼製支保工の工法を入れたと

いう解釈になるわけですか。

基本的には、鋼製支保工○荒川道路建設課長

につきましてはそういうふうに入れたというこ

とになります。岩質等につきましては、微々た

るものではございますけれども、当初の岩質に

つきまして、すべてぴしゃっといくわけではあ

りませんので、その辺のものも若干の変動はご

ざいまして、そういったものを含めた中で、鋼

製支保工は一番大きいわけですけれども、こう

いうふうに増額になったということでございま

す。

もう一つは、私が10億なら1,000万○権藤委員

云々と言ったのは、逆を言えば、岩盤がよくて

もうかったという場合もあると思うんです。そ

ういったこと等勘案したときに、特に今度の場

合には650万つけてやらんといかんという明確な

ものがあったと思うんですが、通常私たち商慣

習上は、１％以内ぐらいだったら頑張ってくだ

さいとかいろいろあると思うんです。工事がき

つくてもね。しかし、理論的に明確に163メータ

ーというようなものが何もしなくてもいいよう

なところをしなくちゃいかんなったということ

で、それが掘り進んでいく過程の中で出てきた

と、だから650万はつけてやらんといかんという

のはわかったんですが、そうであれば、例えば

トータルの契約のときに、利益分を含めて契約

すると思うんですが、その基準はあるんですか

というのが最初聞いていたことなんです。私が

言おうとしているのは、普通の商慣習の民間レ

ベルであれば、高くついたところもあるけど、

安くできたところもあるじゃないですかと、だ

から契約したとおりですよと。ところが、今度

の場合は契約変更という手続をとるということ

であれば、赤字になるようなそういうぎりぎり

で入札していたというようなこと等を勘案する

として、だれがどこで判定してこうするんです

かということなんです。

私の方から補足で説明します○藤本土木部長

が、公共工事の場合は公共工事契約約款という

のがございまして、これに基づいて請負契約や

って施工していただく。その中に変更に関する

条項がございまして、基本的な施工条件、岩盤

の質ですとか、土質ですとか、あるいはいろん

なその他ありますが、基本的な施工条件が当初

示した仕様書と、設計図書等と違う場合は請負

。側から申し入れができることになっております

逆の場合もあります。例えば今おっしゃったよ

うに図書よりも非常に岩盤はよかったと、その

ときは減額ということも当然あります。そこの

ところについて、いわゆる発注主である甲と受

注者である乙が現場を確認いたしまして、基本

的な設計条件と相違があるということでお互い

協議が調えば必要な分については変更するとい

うことがございまして、民間の商慣習のように

これくらいの範囲だったらまけておけとかいう

ことはできません。契約約款に基づいて適切に

やっているというふうに御理解いただけばと思

います。

その点についてはわかりました。○権藤委員

次、これも条例だと思うんですが、21ページ

なんですが、当該義務違反、いろんな届け出事

項等に反した場合は違反で許可しない場合があ

りますよというのがあるんですが、例えばもと

もとそういうところはしないのかどうかわかり

ませんが、表現がおかしいんですが、ローンの

看板等はもともと電柱とかしたらいかんという

ようなところ等があると思うんですが、申請し
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てきたときにあなたのところは前に違反してい

。るんじゃないのという場合はどうなるのかなと

。以前に違反の事実みたいなのがあった場合です

当然だめと、あんたところはそういうことをし

ているからとか、そういう部分はどうなるのか

なと。

今の御質問というのは、○藤村都市計画課長

屋外広告物の申請をする前に違反があった場合

はということでよろしいんですかね。屋外広告

物の今回の条例改正につきましては、届け出と

いいますか、屋外広告物の申請があって、それ

に対しての虚偽の届け出があった場合とかでご

ざいますけれども、今回の申請があっているも

のに対して、例えば管理者の届け出がないとか

いうようなものに対して屋外広告物の許可を取

り消すという条文でございます。

これじゃなくて、過去に瑕疵があ○権藤委員

って違反をした人が、ペナルティーとしてあな

たはこういうことしているから許可できません

よとか、そういうのがあるんだろうかというこ

とです。ないならないでいいんです。

最後ですが、30ページの次、番号が振ってな

い入札結果一覧表のところで辞退というのが２

社ほどあるんですが、これは一応は指名として

来なかったということで、これはペナルティー

になるのかどうかということです。日本橋梁と

ハルテック。

入札結果一覧表についている○後藤管理課長

中の入札結果状況の中の辞退についてでありま

すけれども、これについては罰則等はありませ

ん。ペナルティーはありません。

ということは、例えば何回もあっ○権藤委員

てもペナルティーはないんですね。ないという

ことですね。わかりました。

トンネルの関連ですけど、仮設の○坂口委員

支保工で大幅に変更があったということですけ

ど、労働災害の心配があるからということでの

指示だと思うんですが、それだけの心配がある

ような亀裂だったら、薬注なりあるいはロック

ボルトなりの構造物そのものへの変更というも

のがかなり出てこんとおかしいような気がする

んですけど、実際そういった工夫というのを現

場では施工されているんじゃないんですか。

今、委員のおっしゃいま○荒川道路建設課長

したように、山の中でトンネルを掘りますと、

岩盤の状況によって鋼製支保工をやる前に吹き

つけコンクリートをやります。それをやって、

その後に支保工をやったり、もしくは最初のう

ちはかたいということで支保工をやらなかった

り、それから吹きつけをやった後に、ＮＡＴＭ

工法だものですからロックボルトを山の中に打

ち込みます。そういった山を安定させる工法、

こういうものが地質地質で掘削していきますと

変わってくるものですから。

だからそういう鋼管先受けも含め○坂口委員

て現場自体での、さっきのようなロックボルト

なり薬注なり通常はやりますよね。そういう工

夫がなされているんじゃないかという気がする

んです。インバートをやったり、そういうのが

あれば、仮設部分の変更だけじゃなくて本体部

分の変更が上がってこないと企業努力で終わっ

ているんじゃないかという気がするものですか

ら。

委員おっしゃいますよう○荒川道路建設課長

に、ロックボルトとか吹きつけをその部分に厚

みを変えたりやっております。

それは当然設計変更。○坂口委員

そういうのも含めまして○荒川道路建設課長

設計変更をやっております。

さっきの例えば総合評価型なんか○坂口委員
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で標準工期を短縮するとかやって……。今のは

いい例だと思うんです。指示書が出せる。だか

ら多分施工条件明示なんかに岩質があったりと

か、そこで判定委員会をやったりとかで、記録

。が残るもので設計変更に応じれたと思うんです

でも、応じれてないケースが物すごく多いと思

うんです。総合評価方式で例えば工期なりを、

自分ところで歩掛かりを変える努力を企業の技

術力でやっても、施工条件明示書の中に、今度

は物すごく難しくなると思うんですけど、最初

プレハブを建てる現場事務所の用地が確保でき

ているのかとか、地元との協議に焼酎抱えてき

たりしますけど、そういうのとか、明示書に上

げる条件というものをまず拾い出さないと、工

期の設定からできないと思うんです。他の工事

との関連での工事の休止期間とか、場合によっ

ては今みたいに土質が変わったとか、そういう

ので総合評価方式を機にこれぐらい……。業者

が今、風当たり、逆風ですね。97％なら談合じ

ゃないかとか言われるけど、そこで設計漏れが

５％分あれば、92％ぐらいでも十分落札できる

金額になっていきますし、仕様書はもちろんだ

けど、特記仕様書か施工条件明示書、これは的

確に出されてこういうことはすべて上げるんだ

というようなことをやっていかないと、初歩的

な工事で、小さい1,000万切るような工事でも例

えば設計書なり見てみますと、掘削なら掘削で

現場掘削、そして今度は埋め戻し、途中での運

搬もなければ仮置きもなければ、たとえ短くて

も横持ちあたりまで見ないと、業者はたまった

ものじゃないです。だから、そういうことを今

後徹底されて、僕は今のはいい事例だと思うん

です。増額するときは当然増額する。減額する

ときは減額する。必要以上の負担も負わせない

し、必要以上のもうけというものも与えない。

というのが、僕は一つは、発言していいかどう

か難しいんですけど、今までのようなお互いが

共存していく落札のあり方というものは発注者

と受注者で信頼関係があったと思うんです。と

ころが、今度は本当に物をつくるのをずっとお

互い信頼関係でやっていくんじゃなくて、トー

タル的な評価をして、おまえのところがいいと

いうことでやっていくわけだから、物すごくシ

ビアな関係になっていくと思うんです。そのシ

ビアな関係の中で信頼関係を構築していかない

、 、 、と 企業努力だ やれ何だと言われたときには

本当に自分ところの技術を生かせた総合評価へ

の競争というのはできないと思うんです。下手

すればうちはパンクするよというようなことで

す。本当にいい業者が残れるか、それともやる

だけやっておけと、手を抜けばいいじゃないか

というようなことになっていくのか、大きい分

かれ目で、これはやっぱり総合評価方式を機に

……。実態としては本当に指示書は出てないん

です。だから、そこらを徹底して、九州電力と

の電柱の移設に何カ月かかりますとか施工条件

のところに明示していかないと、歩掛かりを短

縮して、うちは能力のいい技術者と重機を持っ

ていると これは180日工期を見ているけど 150、 、

日でやれると、30日分のリース料も損料も要ら

ないとなれば、ところが電柱が動きませんから

ちょっと待ってくれとやられた日には、電柱の

移設に日にちを要したなんていう設計変更は一

回もないんです。今のをいい事例として相当検

討を加えていただかないと、総合評価方式をや

っていくにしても物すごくトラブルが出てくる

んじゃないかという気がするんですけど、そこ

らの検討というのは内部でどんなですか。

総合評価の方は技術検査○荒川道路建設課長

課長の方にお願いしたいと思いますけれども、
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トンネルの方につきましては、今、委員のおっ

しゃいましたように、地山の状況に応じまして

いろんな手法、鋼製支保工はＨ鋼でやるんです

けれども、そういった手法、それから吹きつけ

コンクリート、そしてまた最終的には覆工とい

いましてコンクリートを周りにぐるっと打つん

ですけれども、そういった地質の状況に応じて

、 。その都度 岩盤判定をしましてやっております

総合評価落札方式につい○郷田技術検査課長

ては今年度下半期から試行ということで取り組

むことになるわけですけれども、今、御提言が

ありましたようにいろんな問題といいますか、

課題があると思います。今回は簡易型というこ

とで比較的問題が少ないものをまず試行として

取り組もうとしております。問題の多いそうい

、う事例については今後の検討事項ということで

そこらも含めて試行の過程でいろいろと検証す

るなり、いろいろ意見をいただくなり、その他

の国交省ですとか各県の状況をいろいろ調べた

りして今後の研究といいますか、検討していき

たいと思っております。

総合評価方式は、他県での事例と○坂口委員

か国土交通省での問題点というのはある程度出

てきていると思うんです。これはこっちに置い

といてですけれども、今の設計変更からですけ

ど、一番難しいのが仮設工事が一つあると思う

んです。まず、指定と任意との仕分けがどうな

っているのかということが一律じゃない気がし

ます。担当職員職員で判断がそれぞれ違う。そ

れと任意の中でも設計変更に応じられる任意の

仮設なり工法なりが一つある。この仕分けもで

きてないと思うんです。業者がかなり企業努力

という言葉だけで片づけられている部分がある

から、ここのところをしっかりやってほしいと

いうのと、総合評価方式で簡易なものと言われ

たですけど、早速工期とかでの短縮というのは

評価対象になってくるわけですね。それから、

企業の工事に対しての技術力というのも評価対

象になってくるわけです。担当者の技術力とい

うものが評価対象になってくる。そこらは何十

点というのが数字で出てきているんですね。と

ころが、総合評価方式で落札したときに、その

人が持つ点数、過去２年間の点数の平均より低

かったとかそういうことが出てきかねないと思

うんです。そこなんですね。試行もいいんです

けど、試行するときは万全な体制をぴしっと持

ってやっていかないと業者は大変だと思うんで

す。少なくともまず仮設と工法に対しての指定

と任意のあり方と設計変更への対応のできる範

、 、 、囲 できない範囲 それから指示書の徹底とか

図面なんかでも参考資料で設計図書に含まれる

、 、もの 設計図書に含まれないものの法的な根拠

そういうものをしっかりとしていかないと、担

当によって大変だと思うし、権藤さん言われた

、ように設計変更なんて本当は当然のことだけど

何でこんなことが起こるのという感覚がやっぱ

り県民サイドにある。法律とかそういったぴし

ゃっとした根拠に基づいて的確に対応されてい

るんですよというものをやっぱり知らしめれる

ようなものが必要と。ケースケースで違ってい

たらいかんということです。

坂口委員から御指摘いただい○藤本土木部長

ているわけですけれども、いわゆる施工業者の

、技術力ということも求めなくてはなりませんが

やっぱり現場監督、私どもでは土木職員、この

技術力を本当に上げていかないといけないと。

私ども反省していますのは、仕事量が多くなっ

て人員少なくなったという中で現場のマネジメ

ント、今おっしゃいましたが、丁張り出しや床

掘り、土砂運搬などいろんなことや、渉外業務
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とかあります。現場のマネジメントが若い職員

にうまくいってないという部分は重々反省をい

たしております。この部分については私ども重

大なことだと考えておりますので、やはり土木

の場合は現場ですから、現場にできるだけ出て

いく、そしていろんなことをきちんと頭にたた

、き込んで現場監督をやっていかないといけない

そういう反省は重々いたしておりまして、いろ

いろ御指摘もいただいておるわけでございます

が、明日22日緊急に所長会議を招集いたしてお

。 、ります メーンはそこのところでございまして

、要するに職員の技術力アップをどうしていくか

業者さんに対して過度の負担させてないか、い

ろんなことを両次長を筆頭にして本庁の課長も

出まして議論をして、そして各現場の所長みず

からが所員の指導あるいは見直すべき所は見直

すということに当たっていこうと思っておりま

すので、そこ辺のところで今後も見ていただき

たいと思っております。

それから、総合評価方式につきましては、こ

れは法律ができまして、とにかく従来の価格か

ら要するに価格と技術にすぐれた調達に取り組

めという法律ができまして、政府の方針も出て

おります。何らかの対応はせざるを得ないと。

私も半身の構えでおったんですけれども、何も

しないということはできないので、とりあえず

。 。試行してみる 課題はたくさんあると思います

御指摘のようなこともありますし、私が一つ心

配しているのは、これまで品質を確保して価格

、というわかりやすい条件で契約してきたものを

何となくわからない、要するに納税者から見れ

ばなぜ高いものに契約するんだよという素朴な

疑問があると思うんです。ここらあたりから疑

問を持っているわけなんですけれども、そこ辺

は重々私どもも念頭に置いた上で慎重に試行し

て、直すべきところは直していくし、いろんな

ことを反省しながら、改善しながら、慎重に取

り組んでいきたいと思っております。以上でご

ざいます。

ぜひよろしくお願いします。今ま○坂口委員

でがずっとまず土木というのが人出し作業から

始まって、発注方の指示に従って物をつくって

いって安く上げようという時代ががらりと変わ

ったと思うんです。社会的価値のものがどの人

のが一番安いかと、だから単なる一つの条件で

ある購入価格だけじゃなくて全体を買い取るん

ですよという、社会的価値を買い取るんですよ

ということに変わっていったと思うから、高く

てもこちらがいいんだというまず理解をしてい

ただくことと、確かにそれがいいなというよう

なぴしゃっとした判断あるいは指示ができる、

現場管理ができる技術力、それを職員の人たち

が確保していただくことというのが必要になっ

てくると思うんです。

もう一つなんですけど、それと同時にやっぱ

、 、りコンサルタント ここの図面が基本になって

それから積算なりが、すべて数字が始まってい

くわけですね。せめて着工時立ち会いの三者協

議、きちっとまずそこで第一番目の間違いをな

くしていくということが必要じゃないかなとい

う気がする。くどくなるんですけど、本当に初

歩的なことで、例えば現場での掘削でまず図面

に線を入れて切り土が決まっていきますね。掘

削面が決まっていく。そこに物をつくっていく

んだったらこれが少々違ってもどうってことな

いんです。業者の能力で狭い中でぴしゃっとし

たものをつくれる業者もあれば、広くせんとよ

うやらん業者もあるんです。だから掘削土量、

全然違ってくるんですけど、今度は仮の仮線な

んかを、暫定仮線なんかでいくときはその掘削
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線そのものが構造物だから、これはぴしゃっと

狂っちゃいかん。それらが徹底して業者と入れ

違っているとか、そこらの理解が担当によって

さまざまなんです。ぜひそれはお願いして、こ

れは要望でいいですけど。

先ほど濵砂委員の方からの資○後藤管理課長

料要求の件です。17年度３億円以上の工事発注

ということでお手元の方に資料を配付しており

ます。総発注件数3,276件のうち３億円以上の工

、 。事は11件 率にして0.3％ということであります

以上です。

これを出していただいのは、先ほ○濱砂委員

どちょっと話をしましたように非常に公共事業

が縮小されてきておる。大きい10億円もするよ

うなトンネルとか橋とかいうのがもっと多いか

と思いましたら、そうないんですが、県単事業

でも、どこそこお願いすると、溝の掃除とか、

川底を上げたりとか、いろいろ要望結構多いん

ですが、なかなか予算がないというのが現実だ

ものですから、このような大きい工事をするな

とは言えませんが、あるいは災害復旧なんかも

当然やっていかないといけないのでしょうけれ

ども、少しペースを緩めて、直接生活に関連す

るようなものに目が向けられんかなという気が

するんですけれども、どんなものでしょうか。

この資料にもありますように○後藤管理課長

大きい工事は11件と少ない。例えば２億円以上

を条件付でやってきているんですけれども、こ

れでいっても15件です。本会議でも部長答弁し

ましたとおり、安全の確保といいますか、維持

とかそういう小さい工事も大事にしております

ので、これについては大きい工事の方を最優先

しているとかそういうことはありません。計画

的に予算の必要なところからやっているという

現状にあります。予算的にも見まして、今回の

議会でもいろいろありましたけど、公共事業そ

のものの枠が確かに減ってきているという状況

にあります。

決してこれが悪いとかいうわけじ○濱砂委員

ゃない。極端にもっと多いかなと思ったら、そ

う多くもないんですが、ただ、１件当たり、こ

れから見ても約６億円ぐらいということですか

ら、こういうものが少しでも延ばせるものがあ

れば延ばして、一般の直接住民の生活に関係す

るような部分に充てられないものかということ

なんです。橋もトンネルも必要じゃないのかと

言われるとそうじゃない。それは当然必要なこ

とでしょうけれども、ただ、それはそれでどう

にもならんというものは別として、速度を緩め

るなり、期間を長めるなりしながら、今のこう

いう時期だものですから、やはり生活関連の、

生活関連枠はある程度とってもらっていますけ

れども、それでもなかなか間に合わんというの

は御承知のとおりですから、そういう考え方が

土木行政では柔軟に考えられんのかということ

なんです。十分その辺も検討していただいてお

るでしょうけど、また新年度の今度は予算等も

出てくるでしょうから、その中で柔軟に考えて

いただいて、できたら県単事業をもっとふやし

てもらうと。草払いの金さえないというような

状況なんです。そのようなものをかんがみて今

後の19年度予算の編成に当たっていただきたい

。 。ということであります よろしくお願いします

先ほどの屋外広告物許可○藤村都市計画課長

の御質問の関係でございますが、屋外広告物に

ついては、違反がございましたときにはその都

度是正指導をいたしまして、それでもだめなと

きには許可の取り消し等でその都度対応してい

るところでございます。そういったことから、

例えば前に違反をした申請者が再度別の件で申
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請をされたときには、それについて基準に適合

。しておれば許可をしているところでございます

ほかにございませんか。○黒木委員長

総合評価落札方式についてですけ○横田委員

ど、先ほど坂口委員の方からあったのも入って

いるのかもしれませんけど、評価項目をだれか

が審査評価するわけですね。それは中立公正を

確保するために学識経験者の意見聴取したり、

情報公開したりするということなんですけど、

審査評価を人がするということで何かそこに不

正が入り込むすき間が広がるような気がしてな

らんのですけど、そこらあたりはどのようにお

考えでしょうか。

先ほど説明をしましたよ○郷田技術検査課長

うに、公平性、透明性、これを確保する上で第

三者といいますか、学識経験者の意見を聞くと

いうことになっております。この場合、地方自

治法によりますと、総合評価落札方式を行おう

とするとき、落札者決定基準を定めようとする

とき、落札者を決定しようとするとき、この３

段階あるわけですけど、それぞれ意見を聞くと

いうことになっております。そういうことで公

平性が保たれていくのではないかと。応募を呼

びかけるときには、その場合にもそういうこと

を明示して公募いたしますし、しかも落札者が

決まった後にはその内容についても公表すると

いうことにしております。

よくわかるんですけど、それを信○横田委員

用するしかないと思うんですけど、例えば企業

の地域社会貢献度とか項目の中に入っています

けど、みんなそれぞれ貢献しているよという考

えあると思うんです。そこらあたりをまた第三

者が評価するというのはなかなか難しいような

気がするんですけど、そこらあたりが落札でき

なかった業者が納得できるような説明ができる

のかなと心配があるんですけど、どうでしょう

か。

確かにこの制度からいく○郷田技術検査課長

と、明確でない部分といいますか、人によって

どういうふうに判断が出てくるのかという、そ

の懸念は多分ある問題だと思います。それにつ

いてはできるだけ第三者に対して説明ができる

ような形で判断をするということで、地域貢献

についてどういうふうに判断するかというよう

なことについても、基本的には申請をする段階

でそういうことを見るわけですけれども、それ

については公共機関での写真等で判断をすると

か、新聞等の報道を根拠に判断するとか、そう

いうことで第三者に対してもこれは確かに貢献

をしているということが確実に説明ができるよ

うな判断をしたいと思っております。

わかりました。第三者が見て絶対○横田委員

これで納得だというような説明ができるような

公表といいますか、それをぜひお願いしたいと

思います。

もう一つ、景観についてですけれども、景観

形成の基本方針ということですけど、景観を守

るために条例とかそういうのをつくったりする

ことになると思うんですけど、例えば景観条例

がある中で、地域のお祭りとか、またお祭りで

のぼり旗を上げたりとか、こどもの日前後にこ

いのぼりとか、私、佐土原なんですけど、佐土

原はくじらのぼりとかあるんですけど、あれを

いっぱい泳がせてもうちょっと町を元気づけよ

うというような計画を持っていても、条例にひ

っかかってそれができないとか、そういうのが

過去あったものですから、せっかくみんながま

ちおこしのために頑張ろうと一生懸命計画して

くれたのに、そういう条例にひっかかってでき

ないとかいうのがあるということも考えて、ぜ



- -35

ひそういうことも配慮していただいて条例制定

なりをやっていただけたらというふうに思いま

す。

景観に関する条例という○藤村都市計画課長

ことで上がっておりますけれども、これにつき

ましては、それぞれの市町村がそれぞれの景観

づくりをやっていく中で、景観計画をつくった

りとかいう中で景観条例をつくったりとかいう

ことで進めていくことになるかというふうに考

えております。先ほど御質問のありましたのぼ

り旗とかそういったものについては、一時的な

ものについては特に規制の対象にはしておりま

せんので、ある一定期間以上掲示するようなも

、のについて規制というのが当然ございますので

その辺につきましては、一応屋外の条例という

ことでございますので、そういう指導等もして

いるところでございます。

都市計画道路、都市景観につ○中野副委員長

いて端的に質問いたしますので端的に答えてく

ださい。まず、都市計画道路見直し、これは都

市計画法を導入しているところが対象だと思う

んです。そういうことでいいんですかね。

都市計画決定をしている○藤村都市計画課長

道路が対象でございます。

今、全県31の中で都市計画を○中野副委員長

導入している町村というのは何件ありますか。

現在31市町村ですかね、○藤村都市計画課長

その中で９市12町、21市町が都市計画関係を定

めております。

。○中野副委員長 都城市は入っていませんよね

都城市も都市計画を当然○藤村都市計画課長

定めております。都城広域都市計画区域という

ことで定めております。

都市計画は入れているけれど○中野副委員長

も、指定区域だけでしょう。調整区域とかそう

いうのは入ってませんよね。

都市計画区域を定めてい○藤村都市計画課長

、 、るところの中で宮崎広域都市計画区域と 日向

延岡の都市計画区域につきましては、今おっし

ゃっております線引き、市街化区域と調整区域

の区分けをしているところでございます。

そうしますと、例えば今まで○中野副委員長

都市計画道路なるものがあったわけですね。こ

ういうところは一般道路と比較して優先権とか

そういう感覚で今まで発注したりとか整備した

り、そういうことがあったんですかね。

都市計画道路と申します○藤村都市計画課長

のは、その都市圏にとって必要な道路というこ

とで都市計画決定しているところでございまし

て、その事業とそのままリンクしているという

ことではございません。

私はそこ辺がよくわからんの○中野副委員長

です。30年以上経過している、今、ここで見直

すというふうになっているわけです。例えば社

会経済状況の変化と書いてあります。少子高齢

社会の到来、人口減少とか経済の低成長、今ご

、ろ低成長というのを聞いたことがないんだけど

そういう中で、どういう都市計画道路を指定す

ることによって効果というのか、意味があるの

かなというのが私はわからんのですよ。そこを

教えてください。

都市計画道路指定といい○藤村都市計画課長

ますか、先ほどおっしゃいましたコンパクトな

まちづくり、要するに都市計画の考え方が少し

ずつ変わってきていると。昔は都市計画区域も

、拡大していくということで考えておりましたが

だんだんと少子高齢化等でコンパクトなまちづ

くりが求められてきたということでございまし

て、そういう中でどうしても必要な道路につい

て都市計画決定していくということでございま
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す。そういった中でもちろん優先順位等も考え

ながら順次整備をしていっているところでござ

います。

私は都市計画については本当○中野副委員長

にアレルギーというか、地域によってはこのた

めに、いわゆる調整区域というやつですよ、本

当に経済活動を阻害していると思っている。コ

ンパクトな市街地形成が必要というのは、これ

は今、課長言ったけど、どこでこんな考えが出

。 。ているんですか これは必要じゃないんですよ

今そういうことで逆に都市にみんな集中してい

るんです。後で言いますけど、皆さんすごいな

と、50年、100年先の基本方針を考えるとなって

いるんです。こんなこと言ってだれが相手にす

るかなと。建設業者にしても集落にしても、５

年先、10年先がどうなるかというのがわからな

いですよ。農業従事者とか人口構成を見てごら

んなさい。こんな100年の計画を今ごろ出してど

こで相手にするのかなと不思議なんです。コン

、パクトな市街地形成が求められているという話

だれも求めているはずじゃないと私は思うんで

す。どこでそんな話が出てくるんですか。

50年、100年先という話は○藤村都市計画課長

景観形成の話で上げさせていただいていますけ

れども。

コンパクトな市街地形成が必○中野副委員長

要と、だれが必要としているかというのを聞い

ているわけです。

これは全国的な時代の流○藤村都市計画課長

れと申しますか……。

部長、どうですか。○中野副委員長

都市計画法がこのたび改正に○藤本土木部長

なっているわけですが、法改正する前に中央で

審議会等の意見を幅広く聞くわけです。そこで

方針を出していくと。その中で今回のまちづく

り３法絡みで都市計画法も改正になっておるわ

けですけれども、その背景が、地方は別かもし

れませんが、大方の議論が先ほど都市計画課長

が言ったような議論の中で改正がなされている

と。端的に申しますと、例えば市街化調整区域

等には大型の出店は規制すると、そういうよう

なこともありますし、あるいは開発行為の基準

条項も廃止と、そんなことがあって、これは法

律の事実でございまして、そういう中で法改正

がなされているということでございます。

都市計画法というのは、東京○中野副委員長

とか宮崎市とか都市、そういうところでは否定

しないんです。それを含んだ周辺、中山間部、

ここら辺がプラスには何もなってない。都市計

画法を見ると、都市計画法に基づいて図書館つ

くったりいろんな都市整備をしたり、そんな絡

みで国富町や綾にした話は何がありますか。な

いでしょう。ありますか。ただ規制しているだ

けなんです 私は県議になって３年と８カ月 10。 、

人ぐらいから家を建てたいと、そういう話があ

った。みんな調整区。調整区域の中のいいとこ

ろまでないけど、この間から言っているように

とにかく集落地の中、現在集落が建っていると

ころ辺も家が建たないんです。

それともう一つ話が変わるけど、都市計画道

路、今、全県下に網がかぶっているわけじゃな

いでしょう。そういう中で単なる、課長が言っ

たけど、計画ですか、それとも優先権を持って

何かしますという話ですか。

都市計画決定と実際の事○藤村都市計画課長

、業とは直接にはリンクはございませんけれども

計画決定したものの中から順次やっていってい

るところでございます。

見直しで予算は幾らですか。○中野副委員長

ガイドライン策定の見直しの予算。
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約450万でございます。○藤村都市計画課長

450万かけてこういうのを見直○中野副委員長

して、そういう道路計画とかリンクせんと。た

だこういうのがありますよという話で理解すれ

ばいいんですか。

今回、県としまして都市○藤村都市計画課長

計画道路を見直すときの指針というものを策定

しているところでございまして、これから来年

度以降、各市町におきまして、それぞれ必要な

見直しをやっていただくということで考えてお

ります。

、○中野副委員長 見直しの指針はいいですけど

国富の場合、聞いてみたら、住宅の中に大きい

道路ができるようになっているんです。恐らく

昭和45年が都市計画ですから、45年ぐらいの計

画だったんでしょうね。別にそんなのを450万も

かけてせんだって、そのままほっておけばでき

ん話ですわ。本当ですよ。部長笑うけど、建設

業者を見てみなさい。450万の随契でももらって

みなさい。どれだけ喜ぶか。わかるでしょう。

しっかりそういうところを考えて私はやっても

らいたい。絵にかいたようなやつは必要ないと

私は思っているんです。

それから、景観形成、これはいわゆる景観法

ができて各県つくるように義務づけられておる

やつですか。

景観法の中ではこういう○藤村都市計画課長

ものが義務づけられているということはござい

ません。ただ、県として県全体の景観形成の方

針というものをある程度示す必要があるという

ことでここで現在つくっているところでござい

ます。

景観形成基本方針策定の予算○中野副委員長

は幾らですか。

２年間でやっておりまし○藤村都市計画課長

て、全体で約2,200万ぐらい、これはもちろんい

ろんな景観に関する啓発活動、シンポジウムと

かやっておりますので、そういうものを含んだ

金でございます。

とにかく悪いけど 50年先 100○中野副委員長 、 、

年先の絵をかいて啓蒙すると。集落は、国富、

綾、高千穂でもみんな見てみなさい。集落がな

くなりかかっているんですよ 今 下の方に 生、 。 「

活を営み、文化を守り、地域の風土に合った、

そして身近な生活空間 、今、祭りなんか町村で」

やっているじゃないですか。抱え手がいなくな

って車で載せて回っているんですよ。都市計画

関係は地域の中山間部の今の状況、人口、一番

産業は農業ですよ。農業だって国の方針は大規

模農家政策で、宮崎県の農業、それに合致する

のがどれぐらいあるかと思うと、10年先なんか

は集落がなくなってくるんじゃないかと、宮崎

市周辺に偏ったような話になってくるんじゃな

いかなと思うんです。ただ、ここに写真が列挙

してありますけど、これを見て50年先、どん

な2,500万かけてできるのか楽しみにしておりま

、 。すけど しっかりこれは考えてやってください

たかが2,500万、今、Ｂクラス、Ｃクラス、１本

工事がもらえんのですよ。こんなのに2,500万つ

くるぐらいだったら、工事１本出した方がまし

よ。

中野副委員長の都市計画の関○藤本土木部長

、 、係で少し補足しますけれども 都市計画道路は

いわゆる都市計画区域持っている町村で用途地

域を指定しますね。住居とか商業地域とか、そ

こ辺の用途のために必要な道路、交通の施設と

いうことで計画決定するわけです。それが30年

以上たったときどうなっているかという部分が

何が問題かといいますと、都市計画決定すると

建築制限がかかるんです。自分の土地でも木造
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の家しか建てられない。コンクリートの家はだ

めだとか、そういう制限がかかっておりますの

で、30年放置された状況の場合に住民の方に不

利益があるとかいうことも検討しなきゃならな

。 、いと思うんです それでもなお必要だとなれば

今度はおっしゃったように事業費を投入して早

くやるというような見直しも含めてやる必要が

あるということでございます。

それから、景観形成につきましては、法律が

制定されまして、いわゆる景観行政団体という

のが取り組むということになっておりまして、

法律上は都道府県は自動的に景観形成団体、中

核都市以上もその団体になれるわけですが、あ

とは例えば日南市ですとか都城市ですとかが手

を挙げれば、景観団体になって独自の取り組み

ができる。そのときに例えば日南市は日南市、

日向市は日向市、延岡は延岡、ばらばらにやる

と、県全体としての美しい景観づくりという部

分の統一性がなくなるんではなかろうかという

のもありまして、県が関与するべき部分という

ことで全体的に市町村も入れて基本方針なるも

のを策定中でございます。

もう一つ、ちょっと申し上げにくいんですけ

、 。れども 50年というのはすぐ来ると思うんです

宮崎市の例えば高千穂通りあるいは橘通り、こ

。れは戦災復興で都市計画決定した道路なんです

御存じだと思うんですけど。その当時は何でこ

んな広い道路を計画決定するんだという御批判

も随分あったということを先輩から聞いており

ますけれども、今、私どもはその計画決定の恩

恵にあずかって、シンボルロードをつくってい

るなり、あるいは橘通りにしてももう狭いとい

うような状況もあるわけで、私どもはある程度

長期的見通しに立った都市計画というのは必要

だと、それは御理解いただきたいと思っており

ます。

さっきから言っているように○中野副委員長

都市については必要だと言っているんです。中

山間部とかそういうところまでどれだけ絵が描

けるかと言っているんです。これで見るとみん

な向こうの山を見た景観ばかり出ていますけれ

ども、うちら辺の市街化調整区域の中に行って

みなさい。この間から言っているように農用地

にはならない、宅地にもできない、そういうと

ころが草ぼうぼう、木ぼうぼうになって、私に

言わせれば半永久的に逆に景観を壊しているわ

けです。私はそういうことを言っているわけで

す。調整区域が入っている町村長と話すと 「調、

整区域が入っておって助かりますわ」と言う町

。 。村長はだれもおらんでしょう 聞いてみなさい

それから、民間の人も、今、住宅持って住んで

いるところはいいんですよ。空き地を持ったり

とか、帰って家を建てたいという人たちはみん

なそれで家が建てられないと言っている。県も

団塊世代の人たちを呼び込もうとしているけれ

ども、どこに呼び込もうとしているのか。国富

町で呼び込もうとしたら、そんな山の中に行っ

たら道路までつくらないといけない。それはよ

う住まんでしょう。国富町でもちょっと山間部

に行くと小学生が４人とかで、もう消えよる。

みんな町の近いところ辺に住みたいわけ。みん

な調整区域がかかっておる。家と家があいてい

ても、じいさん、ばあさんがおらんようになっ

ても、だれも買えないんですよ。私はそういう

ところからまずやってもらいたい。50年先、100

年先を考える前にね。本当ですよ。そういうこ

とでぜひ2,400万、業者からしたらよだれが出る

ような金ですけれども、しっかりみんなが見て

なるほどというようなものをぜひつくってくだ

さい。
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都市計画道路見直しのガイドライ○長友委員

ン策定についてでありますけれども、その前に

ちょっと余談が入りますが、延岡の竜巻の被害

が発生しまして、すぐ国会議員を呼んだわけで

すね。次の日の12時ちょっと過ぎの飛行機が１

時間ぐらいおくれて来て、宮崎空港に着いたの

が13時半ぐらいだったわけです。それから延岡

に行くとなったときに、日豊線がありませんの

で、せっかく高速化して１時間ぐらいで行ける

のがありませんから、車で行かないとしようが

ないということで、２時間半ぐらいかかりまし

た。現場に到着して、そして鉄道の転覆現場と

いうのをまず最初に入ったわけですけれども、

そこを見て、後、何十軒かでも激励したり現場

を見ないといけないということであったんです

けれども、結局、市の方に寄って市長とちょっ

と話をして、現場に行きましたけれども、もう

２～３軒しか行かれないんです。暗くなってき

てということで帰らないといけないという状況

で、行くときに話をしたんですけれども、地方

にとって道路というのは、そういうときだけで

も不便さというのを物すごく感じましたけれど

も、高速道路が通ってないということに関する

不便さというのを本人たちもしっかり国会議員

も感じたわけですが、同時に、地方にとっては

道路というのはそれだけじゃないんですよと、

いわゆる福祉そのものだと。今から先もいろん

な感じで、ドクターヘリ導入してもなかなか難

しいという状況がありますし、高齢化してくる

と、そのときの足というか、道路というのは物

すごく大事だという話をそのときして、本人た

ちも意識をまた新たにしてくれたわけです。宮

崎には県内主要都市を１時間で結ぼうという１

時間構想がありましたね。私はかつてそれに加

えて言ったのは、さらに圏域内はせめて30分で

きちんと動けるような道路網というのを整備し

てもらいたいと、こういう話をずっとしてきた

わけです。

それで市街化調整区域の話に入ったわけです

けれども、今度ガイドラインを策定するときに

は、今言われたようないい点というのもありま

すので、ぜひその辺は必要だと思うんですが、

もう一つ調整区域とかそういうところに行きま

すと、道路一本のつくり方にしても、市街化区

域内の道路だったら予算がどんとおりて、両方

拡張できて立派な状況になる。しかし、市街化

調整区域では片側歩道だけなんです。それもな

かなかつかないような状況のところも場所によ

ってはあるわけですけれども、その辺の見直し

もひっくるめてやってもらわないと、調整区の

方の生活の利便性とか福祉とかそういうものは

どうするんだと。田んぼなんかにしても、価格

というのは10アール当たりが100万円とか200万

円とかそういう価格です。300坪もあったら町の

人のは数千万するわけです。そういう人たちが

結局、町で農業ができんからということでそれ

を売り払って、そして田舎の安い土地というの

をいっぱい買い求めて、虫食い状態にずっとな

っていっているとか、そういう現状があって、

生活の格差なんていうのが物すごく出てくるわ

けです。確かに相続税とかいろんな不動産に関

する税とかの高さというのは田舎とは天地雲泥

なんですけれども、田舎の人というのは土地を

持っていても家もつくられないし、そしてまた

。そういう状況の中で生活の格差が物すごくある

しかも、生活の利便性からいって非常に厳しい

面がある。こういう状況があるので、都市計画

ということで都市の市街化のことはきちんとそ

れでできるんですけれども、調整区域のことを

どうやってカバーしていくんだと。せめてそう
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いう条件不利な部分をどういう形でやるかとい

うことですから、今度ガイドラインをつくって

見直されるときに、市街化調整区域あたりの道

路あるいは未整備の道路というのがその辺にあ

るかもしれませんが、そういうものがなおなお

縛りがかかるようなガイドラインの見直しをし

てもらっては困ると思うんです。ガイドライン

をつくられるんであれば、そこ辺まで目配り、

気配りをして、そういうことにならないような

ガイドラインをつくってもらいたいなと、これ

は要望しておきますけれども、そういうことを

思っています。

ほかにはないですか。○黒木委員長

それでは、その他、何かございますか。

１億以内の条件付一般競争入札に○坂口委員

ついてなんですけど、今のところの詰まってい

る考え方をまず説明していただきたい。

5,000万以上１億円未満の条○柴岡土木部次長

件付一般競争入札ということでございます。１

億円以上につきましては、すべて条件付一般競

争入札になっておりまして、国の方も既に2,500

。万以上は条件付一般競争入札になっております

そこで、県の方も若干下げまして、5,000万以上

のＡクラス、特Ａクラスにちょっと絡みますけ

れども、につきまして試行をやってみようとい

うことで、今年度試行で約20％程度、現在残っ

ております本数が150件ぐらい予定されておりま

すが、そのうち20数件、各土木事務所２件程度

でしょうか、多いところは４件ぐらいあります

けれども、といったことで試行をやってみまし

、 。て 検証してみようということにしております

この際、地域要件の考え方としましては、通常

の１億円以上につきましては、特Ａクラスとい

うこともありますので、オール県内ということ

にしております。今回の5,000万から１億につき

ましては、地域要件は例えば宮崎土木であれば

隣接の高岡土木とか、そういった２事務所以上

でおおむね、指名競争入札のときに12社という

のが設定されていますので、それの約３倍ぐら

い程度ということで50社程度が参加できるよう

な形で試行してみようということにしておりま

す。以上でございます。

一つには、検証をした結果すべて○坂口委員

この方向にいくということになるのか、本当に

、文字どおりの検証で総合的な判断をされるのか

そこらはどうなっていくんですか。今まで大体

検証とか試行というと必ず何年後かには本格導

入というのが、本格導入ありきの試行というの

が多かったんですけど、今回は検証というと。

、○柴岡土木部次長 全国的な流れとしましては

。ほとんど一般競争入札の方に移行しております

それと先ほど出ました総合評価落札方式の方に

、変わっていくんだろうと思っていますけれども

これは非常に事務量がふえるということですぐ

すぐ導入というのはどうかなと思っています。

ただし、一般競争入札につきましては、流れ的

には下の方におりていくということになるので

はないかなと思っていますけれども、ただし、

特異な、例えば災害とかそういった緊急を要す

るとか、地域的な被害を受けてそのために復旧

するということになりますと、目的とちょっと

あれかなと思っていますので、災害復旧につい

ては除外するのかなという感じではおりますけ

れども、そちらの方になっていくのではないか

というふうに考えております。

一般競争の大方が総合評価に持っ○坂口委員

ていかれれば、総合的には評価できるかなと思

うんですけれども、丸かなと思うんですけれど

、 、 、も 問題は 総合評価方式はかなりな事務量で

スムーズに発注できるか契約できるかというと
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ころでかなりなハードルが来そうな気がするん

です。せっかく税金投入してエンドユーザーに

早く提供できるかというようなこと、相当疑問

に思うんですけど、そこにつなげればいいけど

なと心配持って聞くんですが、例えばこれがそ

のままとにかく安ければいいよというような方

法での一般競争入札になったとき、この前の災

害でもそうですけど、ぱっと出てから対応して

くれるのは地元の業者なんです。こういう人た

ちはそこで対応したり、場合によっては災害査

定に査定官が入るときなんかも草払いから仮の

道をつくったりいろいろ応援しておいて、将来

自分らのパイがふえるからということを楽しみ

に奉仕してくれていると思うんです。今度はと

にかくどこからでもだれでも来てとっていくよ

となれば、それなら県もとっていく人に頼めよ

と。新富で災害が出たけど、日向から来てとり

よるじゃないかと、日向の業者に頼めといった

って、地元があるからできませんよということ

で、そういうのを評価して地域への貢献度とい

うことでぴしゃっとそれを、いい業者は守るん

だというものにつなげれば僕はいいと思うんで

すけれども、これは単なるダンピングとか、こ

の前も発言しましたけれども、50社の規模にさ

れたら、小さい土木事務所管内というのはＡク

、 。ラスもそれなりに８社 10社しかいないんです

８社、10社分のパイしか今までなかったから８

社、10社しかないわけで、そこに50社も入り込

んできたら持っていかれるばかり、じゃ、小さ

い土木事務所管内の人たちが宮崎市に行けるか

となったときは、持っていかれるばかりで、何

十社も持っているところにとても行けないと思

うんです。これは企業を育成しないといけない

という観点からしたときはすごく心配含みだな

というのと、高値高値という批判やられている

けれども、基準を設けて、最低制限価格イコー

ルダンピングじゃないと思うんです。現実にダ

ンピングのものは社会現象として、下請をやっ

たところが倒産に追い込まれたり、仕事をやっ

たけれども、給料が払えんかったりということ

が現に出てきているわけですから、ダンピング

というものをひとつ検証してもらって、万全の

体制でそういう競争を導入するならしていかな

いと、試行期間によって迷惑を受ける業者が出

てくると思うんです。試行でつぶされたんじゃ

たまらんと思うんです。さっきからいろいろ言

っていますように、まずその設計図書の何たる

か、契約約款の何たるか、例えば契約約款の１

条の３項なんていうののたったその１項目の理

解でさえ発注方にできてないじゃないですか。

ここらをぴしゃっと責任持って対応できるとい

うようなものをまず発注者側がちゃんと確保し

てから試行はやってほしいなと。試行なら、あ

くまでも試行をやって問題点があったら凍結を

していくなり、あるいはこれはやらないという

ことを決めたり、国交省がやっているから他県

がやっているからじゃなくて、本県の行政のあ

り方としては、これがトータル的に行政が一番

責任持ってやれる方法なんだということを検証

していただかないと、最後に、導入ありきの試

行というのは今、自信持ってやれるのかなとい

う気がしてならんのですけど、そこらはどうで

すか、部長。

一般競争入札というのは基本○藤本土木部長

ということで、合理的に今までやってきたのは

指名競争入札であったわけですが、残念ながら

指名する側の信頼が崩れたということで、世の

中の流れは一般競争入札に向いているというこ

となんです。そこの中で全国的には、法律に基

づいて一般競争入札拡大という方向があるわけ
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ですけれども、委員おっしゃるように特定の地

域からの問題、小さい事務所が弱くなる、ある

いは業者についても特定の業者だけが受注をた

くさんしてしまう、いわゆる受注の偏り、そう

いうようなことも心配をしております。5,000万

までに下げて試行という形で、私とすれば、は

っきり言って振興局単位で条件を設定すると。

なぜそう言いますかというと、振興局は既にそ

れをやっているわけですから、これは特段無理

はないと。私は、そこの中で試行すべきだと思

っています。事務方では50社とか言っています

けれども、そこまでいきなりする必要はないん

じゃないかと。振興局単位でやったときに応募

者が12社も来なかったと、指名より少なかった

ということは反省点ですから、それはまた50社

なりのをもう少し広げると。私はそれでいいと

思っているんです。これについてはなお意思確

認を事務方ともしっかりやって、そこから試行

しても何も問題はないと。そこで問題点出てく

るわけですから。先ほど技術次長が言いました

けれども、20件程度試行ということですから、

物件によっては振興局プラス隣接ぐらい、50社

ぐらいというのもまじりますし、基本は振興局

単位として、どういう弊害といいますか、デメ

、リットがあるかということをきちんと検証して

またその結果については庁内、土木だけじゃあ

りませんから、庁内の全体でも議論しますし、

また委員会初め県議会の皆様にも御意見を伺う

ということで、試行結果を反映していって、何

が何でも来年から本格ということは考えており

ませんので、前には進めていかなくてはなりま

せんけれども、慎重に進めてまいりたいと思っ

ております。

最初、振興局単位で十分じゃない○坂口委員

かなと思うんです。同じランクの業者でも現実

には２本か３本に１本しか指名が入ってないわ

けですから、それ全部広げるということは、２

倍から３倍ぐらいの業者がそこに競争に参加し

ていくと、振興局単位でもそれですね。いきな

り領域を超えて２つも３つもの事務所管内でや

っていったら、不公平性が物すごく出てくると

思うんです。よそに進出はできないけど、よそ

からは食いに来られるとか、そして何よりも心

、 。配なのは 地域の人たちに対しての貢献ですね

災害のとき出ていってくれて、自分ところが心

配なのにいろんな危険箇所に行って夜頑張って

くれていたり、そういうことが何も役立たなく

なって、とにかくどこにでも参加していって仕

事とって、それでじっとしていれば一番得とい

うようなことじゃ、トータル的には県民に対し

ての本当の意味でのサービスの向上じゃないよ

うな気がするんです。広げることはいつでも広

げられると思うんです。ところが、最初広げた

後、狭くしてくるとなったら、これこそまた県

民に勘違いを受けるような、そこをぜひ慎重に

取り組んでほしいなと、これ、要望にしておき

ます。

以上をもちまして土木部を終了○黒木委員長

いたします。執行部の皆さん、どうも御苦労さ

までございました。

暫時休憩をいたします。

午後２時26分休憩

午後２時28分再開

委員会を再開いたします。○黒木委員長

次に、採決についてでありますが、委員会の

、日程の最終日ということになっておりますので

あす22日に行いたいと思います。時間は午後１

時30分ということでお願いします。よろしいで

しょうか。
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〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、午後１時半ということで○黒木委員長

お願いいたします。

。 、ここで委員の皆様に御相談があります 現在

道路特定財源については、本年７月に出された

「骨太の方針」で年末をめどに一般財源化に向

けた検討がなされております。見直しの内容に

よっては本県の道路整備に大きな影響を及ぼす

ことが懸念されるところであります。高速道路

を初め、道路の整備率の低い本県にとって、道

路整備財源の維持・確保は今後の道路整備に大

。 、 、変重要になっております ついては 国に対し

お手元に配付の「道路特定財源制度の堅持と高

（ ）」速自動車国道等の整備促進に関する意見書 案

を提出したいと考えているわけであります。い

かがでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいでしょうか。22日の採○黒木委員長

、決の後に改めて協議を行いたいと思いますので

それまでに文案等の御検討をよろしくお願いを

いたします。持ち帰って御検討願いたいと思い

ます。

そのほか何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で本日の委員会を終了しま○黒木委員長

す。御苦労さまでございました。

午後２時30分散会
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平成18年９月22日（金曜日）

午後１時34分開会

出席委員（９人）

委 員 長 黒 木 覚 市

副 委 員 長 中 野 明

委 員 植 野 守

委 員 坂 口 博 美

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 濵 砂 守

委 員 横 田 照 夫

委 員 長 友 安 弘

委 員 権 藤 梅 義

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 中 浩 輔

議事課主任主事 今 村 左千夫

委員会を開会いたします。○黒木委員長

まず、議案の採決を行います。採決につきま

しては、議案ごとがよろしいでしょうか、一括

がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決いたし○黒木委員長

ます。

議案第１号、第３号、第５号、第７号、第11

号、第13号から第15号について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○黒木委員長 御異議なしと認めます よって

、 、 、 、 、議案第１号 第３号 第５号 第７号 第11号

第13号から第15号については原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します 「商工観光振興対策及び土木行政の推進。

に関する調査」につきましては、閉会中の継続

審査といたしたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ございませんので、この○黒木委員長

旨、議長に申し出ることといたします。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目として特に御要望ありません

か。

企業誘致の件で先ほども話が出て○濱砂委員

おりましたけれども、県民所得の向上に向けて

。の製造業の誘致に特に力を入れていただきたい

誘致の費用として投資額の２％ということであ

りましたけれども、きのうの話の中では２％と

いうことでしたね、正確に数字を覚えておりま

せんが、それも見直して、優良企業を迎えるた

めにはある程度の投資もお願いしたいと、見直

しをいただきたいというものを委員長、副委員

長の方で織り込んでいただきますようにお願い

いたします。

２％は何だったですか。○中野副委員長

補助金が投資額の２％。○濵砂委員

土木の方だったけれども、総合評○坂口委員

価方式の導入とか条件付一般競争入札の試行、

これについてはその目的が品質の確保と不適格

業者の排除ですね。何という表現がいいんでし

ょうね、逆効果が出る可能性が物すごくて国交

省あたりもかなり悩んでいるわけだけれども、

とにかく目的に的確に対応できるような慎重な

取り組みを行うことというような、そういうト

ーンで入れておいてもらうといいんですけど。

そういう意見も含めて。○黒木委員長
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さっきの２％を仮に４％とし○中野副委員長

ても、限度額がうちは５億なんです。だから限

度額を上げて……。

その辺ははっきり覚えておりませ○濱砂委員

んから、正副委員長の方でまた協議して入れて

いただきたいと。

それともう１点、土木業者を、建設費が下が

っておりますので、圧迫しているということも

ありましたが、来年度予算はもう組むころです

かね。

今、係長クラスのヒアリング○中野副委員長

があるころですね。

その辺もできるだけ中小企業に対○濱砂委員

して負担がかからんような予算配分を願いたい

と。具体的には県単事業等、これ以上減らすじ

ゃなくて、これをもう少しふやしてくれという

ようなことを正副委員長の方で話し合っていた

だけませんでしょうか。文面はお任せいたしま

すので。

それは別にいいんだけれども、こ○権藤委員

こで議論したやつを要約するということでしょ

う。

新たなことは余りつけ加えず、○黒木委員長

皆さんで意見はあったということを、そういう

。ことを含めまして正副委員長にお任せください

もう一つ、都市計画のまちづくり○長友委員

３法の改正、中心市街地の活性化やら図られて

いるけれども、同時に、市街化調整区域とかそ

っちの方の均衡ある発展というか、そこあたり

もお願いしたいと、気配り、目配りをお願いし

たいというようなことはつけ加えてもらいたい

と思うんです。

そういうことを含めまして正副○黒木委員長

委員長にお任せいただきたいと思います。

それでは、そのようにしたいと思います。

次に、意見書についてであります。先日 「道、

路特定財源制度の堅持と高速自動車国道等の整

備促進に関する意見書 、このことについて皆さ」

んに御相談しておりましたが、持ち帰りの結果

はどうだったでしょうか。御意見、何かありま

したか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、意見書は内容のとお○黒木委員長

りにいたしたいと思います。

次に、閉会中の委員会についてであります。

４月の委員会で決定いたしましたように、11月

。７日は閉会中の委員会の開催予定日であります

開催の議題等、皆様御意見がありますか。何か

要望がありましたら出してください。

さっきからありますように、けさ○横田委員

も調整区域のことで相談があったんです。いろ

んな人から相談があって、昭和45年にできた法

律がまだ今でもそれが適用されておかしいじゃ

ないかという話をきょうも聞いて、そういうこ

とを取り上げてもらうといいと思いますけど。

そういうことも含めて議題にし○黒木委員長

、 。ておきたいと思いますが よろしいでしょうか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で委員会を終了○黒木委員長

。 、 。いたします 委員の皆さん 御苦労さまでした

午後１時42分閉会




